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人体の構造と機能及び疾病

問題 １ 正答 ４

１ 誤り。子どもの各組織の発育の特徴を４分類してい

る。身長や体重，心臓，筋肉などの「全身系型（一般

系型）」，脳や脊髄，感覚器官などの「神経系型」，陰

茎，睾丸，卵巣などの「生殖系型」，扁桃腺やリンパ

節などの「リンパ系型」の４つのタイプである。スキャ

モン（Scammon, R. E.）は，４つの各型の成長発育の

特徴を，縦軸（％）・横軸（年齢）で，２０歳を１００％

としたグラフに示した（図参照）。

（『新・社会福祉士養成講座①人体の構造と機能及び疾病（第３版）』
中央法規出版，２０１５年（以下『人体の構造と機能及び疾病』中央法規
出版），pp．３～４）

２ 誤り。リンパ系型は，出生後，急激に増大し，男女

とも思春期（１２，１３歳頃）に成長のピークを迎える。

ピークは，成人値を１００％とすると，思春期で約２００％

と成人値のおよそ２倍である。ピーク値を迎えた後，

退縮して成人期を迎える。リンパ系型は扁桃，リンパ

節などの組織の発達を示すことから，免疫力を向上さ

せる機能である。出生後，多くの病原体等にさらされ

ることから，思春期までに急激な発達を示す。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３～４）

３ 誤り。生殖系型は，思春期以降，急激に発達する

が，成人期のレベルには満たない。曲線の推移では，

学童期後半まではわずかな成長を示すが，思春期から

成人期にかけて急激に増加し，成人期に１００％とな

る。生殖系型は，男性では陰茎・睾丸，女性では卵

巣・乳房・子宮などの発達を示す。これらの発達によ

り，男性ホルモンや女性ホルモンなど性ホルモンの分

泌が増加する。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３～４）

４ 正しい。乳幼児期の４，５歳頃まで急速に発達す

る。乳幼児期までの発達後，児童期の後半の１２歳以降

に再度成長して成人に達する。発達・発育曲線は穏や

かなＳ字カーブを描く。全身系型（一般系型）は，身

長・体重，呼吸器・消化器・肝臓・腎臓などの胸腹部

臓器の発達を示す。特に出生後，乳幼児期に急激に増

加する曲線カーブを描く。体重は，３～４か月には出

生時の２倍以上，身長は３歳の終わりから４歳頃まで

に約２倍になる。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３～４）

５ 誤り。神経系型は，乳幼児期に急速な発達を遂げ

る。例として，脳重量は乳児期にすでに成人の９０％前

後に達する。神経系型は，脳や脊髄，感覚器系などの

発達を示す。発達・発育曲線の特徴は，出生後から

４，５歳頃までに急激に増加の推移を示し，成人に達

する。４分類の型のうち，乳幼児期に最も早く成人の

１００％までに達するのが神経系型である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３～４）
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図 スキャモンの発達・発育曲線

＊出典：『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．３

問題 ２ 正答 ２

１ 誤り。生涯の身長減少の平均は男性より女性の方が

大きい。一般的に人は，４０歳代から少しずつ身長と座

高が減り始め，６０歳代以降は減少の速度が上昇する。

生涯の身長減少は，男性で平均３cm，女性で平均５

cm程度短縮する。短縮の主な原因は，脊椎骨間の椎

間板の構造変化であり，加齢とともに椎間板の弾性構

造が圧縮され，脊柱は短縮することになる。その他，

筋肉量の減少，姿勢の変化，骨粗鬆症などの要因も重

なり合っている。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２０）

２ 正しい。ヘモグロビンの血中濃度は，加齢とともに

減少する。そのため，高齢者では貧血になりやすい。

ヘモグロビン（血色素）は赤血球の主要な構成物質で

あり，呼吸によって肺胞から取り入れた酸素と結合し

て，酸素を全身にくまなく運搬する役割を担ってい
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る。赤血球は球ではなく，中央がくぼんだ円盤状の形

状をしている。この形状により表面積が大きくなり，

酸素との結合や放出を効率よく行っている。

（内田さえ・佐伯由香著，原田玲子編『人体の構造と機能（第４版）』
医歯薬出版，２０１５年（以下『人体の構造と機能』医歯薬出版），p．３８６，
『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２１，p．３０）

３ 誤り。高周波数の音を聞く能力が徐々に低下する。

このような加齢による聴力障害を老人性難聴という。

その原因の多くは，内耳の蝸牛，特にコルチ器という

器官にある。聴力低下は個人差が大きいという特徴が

ある。一般的に，若年者が聞き取る正常音域は３０～

２０，０００Hzであるが，高齢者では２５０～８，０００Hzと範囲

が縮小し，特に高周波数（高い音）の音を聞く能力の

低下からはじまる。その後，両耳とも難聴が進行す

る。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２２）

４ 誤り。健常な高齢者の脳の萎縮の特徴は，局所的で

はなく全体的にバランスよく萎縮していくことであ

る。一般的に５０歳以降，脳の重量と容積は確実に減少

し始める。この傾向は，小脳や脳幹に比べて大脳の前

頭葉で顕著にみられる。その原因は，神経細胞や神経

突起，神経線維などの減少によるものである。健常高

齢者の脳の加齢変化は，アルツハイマー病のような海

馬の局所的な萎縮ではなく，全体的にバランスよく萎

縮していく。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２２）

５ 誤り。「結晶性知能」が７０歳前後まで高まるとされ

ている。知能の加齢変化に関して，学習や経験の積み

重ねを通して得られる「結晶性知能」と，新しい知識

の学習やそれに対する反応の速さや正確さに関わる

「流動性知能」がある。「流動性知能」は３０歳代から

徐々に低下し始める。一方，「結晶性知能」は，７０歳

前後まで高まるとされている。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２３）

問題 ３ 正答 ３

１ 誤り。血液凝固は，血漿の線維素原であるフィブリ

ノゲンという血漿タンパク質が元になっている。血液

凝固は，まず血漿タンパクのフィブリノゲンが不溶性

のフィブリン（線維素）に変化し，フィブリンの線維

網に血球がからまって起こる。一方，ヘパリンは抗凝

固作用を示す物質で，肝臓のほか，肥満細胞，好塩基

球にも存在し，血液凝固に関係する因子を不活性化す

る。また，ヘパリンは強力な凝固防止剤として，動脈

血栓症急性期の治療薬として多用される。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．３１，『人体の構造と
機能』医歯薬出版，pp．２０３～２０５）

２ 誤り。右心室から肺へ血液を送る血管は，（左・右）

肺動脈である。血管には主に動脈と静脈があるが，心

臓から送り出される血液が通る血管を動脈，心臓に戻

る血液が通る血管を静脈という。全身の循環システム

は体循環と肺循環の２つに分けられる。特に肺循環で

は，右心室から送り出された静脈血が肺動脈を通って

肺でガス交換を受け，肺静脈（動脈血）を通って左心

房に至る。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３１～３３）

３ 正しい。腎臓は，血液中の老廃物や余分な水分を取

り除くなど，濾過器としての機能をもち，最終的に尿

として体外に排出する器官である。腎臓から尿管，膀

胱，尿道，尿道口までを総称して泌尿器と呼ぶ。腎臓

のほかの機能として，赤血球の生産を促すエリスロポ

エチンというホルモン分泌，血圧調節，カルシウム代

謝などがあげられる。エリスロポエチンというホルモ

ンは，骨髄に作用して赤血球の増殖と成熟を促進する

作用がある。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．３４～３５，『人体の
構造と機能』医歯薬出版，p．１９７）

４ 誤り。消化器の運動が促進されるのは，副交感神経

が高まっているときである。交感神経が興奮すると消

化器の運動は抑制される。副交感神経は，休息時や睡

眠中にはたらく。通常は交感神経と逆の作用を示す。

休息などリラックスしている状態のときは心拍数は低

下し，血圧低下，呼吸数低下，瞳孔は収縮する。副交

感神経活動に対する身体の応答として，①縮瞳，②腺

分泌の亢進，③心筋活動の抑制，④内臓平滑筋の収

縮，⑤内臓括約筋の弛緩などが起こる。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．５１，『人体の構造と
機能』医歯薬出版，pp．１１３～１１７）

５ 誤り。特異的防衛機構のうち液性免疫は，主に抗体

が関与する免疫である。抗体とは，体内に侵入した異

物（細菌，ウイルスなど）に結合して異物を凝集させ

たり，感染力を失わせる作用をもつタンパク質で，Ｂ

細胞から分化した形質細胞によって生産される。一

方，細胞性免疫は，マクロファージとリンパ球（Ｔ細

胞）が関与する。ウイルスに感染した細胞や癌細胞に

対する免疫では，主にキラーＴ細胞やマクロファージ

の役割が重要であり，これを細胞性免疫という。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．５２，『人体の構造と
機能』医歯薬出版，pp．２２６～２２９）

２



問題 ４ 正答 ５

１ 誤り。ICFの対象は「障害」のある人だけに限らず，

すべての人の健康に関する分類である。ICFはネガ

ティブな側面（生きることの困難さ）だけに注目した

障害の分類ではなく，全体的な健康状態（生きること

そのもの）を把握しようとしている。人の「健康状態

の構成要素」を評価する分類として，２００１年の世界保

健機関（WHO）総会において承認された。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．１９４～１９５）

２ 誤り。ICDの補助分類として開発されたのは国際障

害分類（ICIDH）である。ICFはICIDHの後継分類で

ある。ICFは，１９８０年に世界保健機関（WHO）が提

起したICIDHの改訂版にあたる。ICIDHは国際疾病分

類（ICD）の補助分類として開発されたことから，ICF

とICDは相互補完的な活用が推奨されている。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．１９４～１９５）

３ 誤り。機能障害がなくとも活動や参加は制限される

としている。例えば，精神疾患から回復した（機能障

害はない）が，地域社会など周囲の偏見（環境因子）

により日常的な活動や就職ができない（参加制限）な

どのケースがあげられる。ICFの構成要素間の相互作

用を示している。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．１９４～２０１，医療
情報科学研究所編『公衆衛生がみえる２０１８－２０１９』メディックメディ
ア，２０１８年，p．２５２）

４ 誤り。ライフスタイルは個人因子である。個人因子

とは，個人の人生や生活の特別な背景であり，健康状

態や健康状況以外のその人の特徴からなる。例とし

て，性別，年齢，人種，健康状態，ライフスタイル，

社会的背景，職業などが含まれる。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２０１）

５ 正しい。促進因子とは，ある環境においてそれが存

在する，あるいはしないことによって生活機能が改善

し，障害が軽減するような因子である（図参照）。例

えば，適切な福祉用具が利用可能である，障害に対す

る偏見がないなどである。一方，阻害因子とは，ある

環境において，それが存在する，あるいはしないこと

によって生活機能が制限され，障害を生み出すような

因子である。例えば，適切な福祉用具がないなどであ

る。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．２０１）

問題 ５ 正答 ５

１ 誤り。これは，stageⅡに分類される。stageⅡでは，

日常生活がやや不便である。出典の表に併記してある

生活機能障害度では，「Ⅰ度：日常生活，通院にほと

んど介助を要さない」状態である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８）

２ 誤り。これは，stageⅢに分類される。stageⅢでは，

日常生活動作障害もかなり進み，突進現象もはっきり

とみられる。生活機能障害度では，「Ⅱ度：日常生活，

通院に部分的介助を要する」状態である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８）

３ 誤り。これは，stageⅤに分類される。stageⅤでは，

完全な廃疾状態となる。生活機能障害度では，「Ⅲ度：

日常生活に全面的な介助を要し，独立では歩行・起立

不能」な状態である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８）

４ 誤り。これは，stageⅠに分類される。stageⅠは，

軽症例である。生活機能障害度では，「Ⅰ度：日常生

活，通院にほとんど介助を要さない」状態である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８）
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５ 正しい。stageⅣでは，起立や歩行など日常生活動

作の低下が著しく，労働能力は失われる。生活機能障

害度では，「Ⅱ度：日常生活，通院に部分的介助を要

する」状態である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８）

問題 ６ 正答 ３

１ 誤り。これは，限局性学習症についての記述であ

る。限局性学習症とは，読み，書き，算数の特異的な

障害をいう。限局性学習症がある場合には，個別指導

プログラムを作成し，実行する必要がある。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１５４，『DSM―５精
神疾患の分類と診断の手引』医学書院，２０１４年，pp．３４～３５）

２ 誤り。これは，注意欠如・多動症についての記述で

ある。注意欠如・多動症は，①不注意の症状が６つ以

上，６か月以上持続，②多動性及び衝動性の症状が６

つ以上，６か月以上持続の診断基準を満たすものとさ

れる。①不注意の症状として，細かな注意ができずケ

アレスミスをしやすい，注意の持続が困難，注意散

漫，指示に従えない，課題や活動を整理することがで

きない，根気に欠ける，忘れ物が多い，外部刺激に気

が散るなどがある。②多動性及び衝動性の症状とし

て，着席中手足をそわそわする，着席できない，走り

回る，静かに遊べない，「突き動かされるように」じっ

としていられない，多弁，質問を聞き終わる前に答え

る，順番待ちが苦手，ほかの人を攻撃したり割り込ん

だりすることなどがある。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１５４）

３ 正しい。自閉スペクトラム症は，以下の２つによっ

て診断される。①社会的コミュニケーション及び相互

関係における持続的障害，②限定された反復する行

動，興味，活動によって診断される。①社会的コミュ

ニケーション及び相互関係における持続的障害とし

て，人として求められる社会性や冗長的な交流に問題

がある，まなざしやジェスチャーなど言語を使わない

コミュニケーションができにくい，他者との年齢相応

の関係がもてないなどがある。②限定された反復する

行動，興味，活動には，同じことばかりを繰り返す，

日常生活で融通が利かない，言語・非言語に現れる儀

式的な行動パターンなどがあげられる。スペクトラム

とは，色ごとに明確な境界線を引くことができない虹

の色に似て，重症の人から軽症の人まで連続している

という意味である。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．１５３～１５４）

４ 誤り。これは，発達性協調運動症についての記述で

ある。発達性協調運動症では，はっきりとした麻痺な

どはないのにもかかわらず，日常の生活を営む上で体

の動きに問題がみられる。具体的には，中間姿勢がと

れない，急に止まれない，鉄棒や縄跳びができない，

バランスが悪い，左右差があることなどがあげられる。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，pp．１５４～１５５）

５ 誤り。これは，コミュニケーション症群についての

記述である。コミュニケーション症群は，言葉の発達

の問題を中心とするものである。言葉は理解できるが

表現ができない，あるいは言葉の理解と表現に問題が

あるタイプがある。

（『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１５４）

表 パーキンソン病の重症度分類

ヤールの重症度分類
生活機能障害度

しっかん

（異常運動疾患調査研究班）

stageⅠ
一側性障害で体の片側だけの振戦，固縮を示す。軽

症例である

Ⅰ度
日常生活，通院にほとんど介助を

要さない
stageⅡ

両側性の障害で，姿勢の変化がかなり明確となり，

振戦，固縮，寡動～無動とも両側にあるため日常生

活がやや不便である

stageⅢ

明らかな歩行障害がみられ，方向変換の不安定など

立ち直り反射障害がある。日常生活動作障害もかな

り進み，突進現象もはっきりとみられる Ⅱ度
日常生活、通院に部分的介助を要

する

stageⅣ
起立や歩行など日常生活動作の低下が著しく，労働

能力は失われる

stageⅤ
完全な廃疾状態で，介助による車いす移動または寝

たきりとなる
Ⅲ度

日常生活に全面的な介助を要し，

独立では歩行・起立不能

注１ 厚生労働省特定疾患対策の治療対象疾患として認定されるのは，ヤールの重症度分類stageⅢ，生活機能

障害度Ⅱ度以上である。

２ 申請により治療費の扶助を受けることができる。

出典：『人体の構造と機能及び疾病』中央法規出版，p．１０８
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問題 ７ 正答 ２

１ 誤り。これは抑うつエピソードである。

２ 正しい。

３ 誤り。これは抑うつエピソードである。

４ 誤り。これは抑うつエピソードである。

５ 誤り。これは抑うつエピソードである。

DSM―５の双極性Ⅰ型障害の診断に用いるエピソード

には，躁病エピソード，軽躁病エピソード及び抑うつエ

ピソードがある。双極性Ⅰ型障害では，少なくとも生涯

に一度の躁病エピソードがみられることが診断には必要

である。軽躁病エピソードは双極性Ⅰ型障害ではよくみ

られるが，診断には必ずしも必須ではない。また，抑う

つエピソードは双極性Ⅰ型障害でしばしばみられるが，

診断には必ずしも必須ではない。以下に，躁病エピソー

ドと抑うつエピソードについて記述する。

躁病エピソードは，ＡからＤの診断基準により構成さ

れる。

Ａ．気分が異常かつ持続的に高揚し，開放的又は易怒

的となる。加えて，異常にかつ持続的に亢進した目標指

向性の活動又は活力がある。このような普段と異なる期

間が，少なくとも１週間，ほぼ毎日，１日の大半におい

て持続する。

Ｂ．気分が障害され，活動又は活力が亢進した期間

中，以下の症状のうち３つ（又はそれ以上）（気分が易

怒性のみの場合は４つ）が有意の差をもつほどに示さ

れ，普段の行動とは明らかに異なった変化を象徴してい

る。

① 自尊心の肥大，又は誇大

② 睡眠欲求の減少

③ 普段より多弁であるか，しゃべり続けようとする

切迫感

④ 観念奔逸，又はいくつかの考えがせめぎ合ってい

るといった主観的な体験

⑤ 注意散漫が報告される，又は観察される。

⑥ 目標指向性の活動の増加，又は精神運動焦燥

⑦ 困った結果につながる可能性が高い活動に熱中す

ること

Ｃ．この気分の障害は，社会的又は職業的機能に著し

い障害を引き起こしている。あるいは，自分自身又は他

人に害を及ぼすことを防ぐため入院が必要であるほど重

篤である。又は精神病性の特徴を伴う。

Ｄ．本エピソードは，物質の生理学的作用，又はほか

の医学的疾患によるものではない。

抑うつエピソードは，ＡからＣの診断基準により構成

される。

このうちＡの診断基準は，明らかにほかの医学的疾患

に起因する症状を除き，以下の症状のうち５つ（又はそ

れ以上）が同じ２週間の間に存在し，病前の機能からの

変化を起こしている。また，５つの症状のうち少なくと

も１つは，以下の①又は②である。

① その人自身の言葉が，他者の観察によって示され

る，ほとんど１日中，ほとんど毎日の抑うつ気分。

② ほとんど１日中，ほとんど毎日のすべて，又はほ

とんどすべての活動における興味又は喜びの減退

③ 食事療法をしていないのに，有意の体重減少，又

は体重増加，又はほとんど毎日の食欲の減退又は増

加

④ ほとんど毎日の不眠又は過眠

⑤ ほとんど毎日の精神運動焦燥又は制止

⑥ ほとんど毎日の疲労感，又は気力の減退

⑦ ほとんど毎日の無価値観，又は過剰である不適切

な罪責感

⑧ 思考力や集中力の減退，又は決断困難がほとんど

毎日認められる

⑨ 死についての反復思考。特別な計画はないが反復

的な自殺念慮，又は自殺企図，又は自殺するための

はっきりとした計画

Ｂ．その症状は，臨床的に意味のある苦痛，又は社会

的，職業的，又はほかの重要な領域における機能の障害

を引き起こしている。

Ｃ．そのエピソードは物質の生理学的作用，又はほか

の医学的疾病によるものではない。

（『DSM―５精神疾患の分類と診断の手引』医学書院，２０１４年，pp．６１～
６６）
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心理学理論と心理的支援

問題 ８ 正答 ２

１ 誤り。手段と目標との関係に関して見通しを得られ

ることが学習成立の条件と考えるのは，ケーラー

（K�hler, W.）が唱えた洞察説（洞察学習）である。

彼は，天井から餌をつり下げた実験室にチンパンジー

を入れる実験をした。チンパンジーは餌を見つけたも

のの手が届かないことを知ると，室内にあった箱を重

ねればよいという見通しを得て，すぐに餌を得ること

ができた。このことから，本説を唱えた。

（『新・社会福祉士養成講座②心理学理論と心理的支援（第３版）』中
央法規出版，２００９年（以下『心理学理論と心理的支援』中央法規出版），
p．７１，『社会福祉士学習双書⑪心理学：心理学理論と心理的支援』全
国社会福祉協議会（以下「全社協」），２０１０年（以下『心理学：心理学
理論と心理的支援』全社協），pp．２５～２６）

２ 正しい。スキナー（Skinner, B. F.）が唱えたオペラ

ント条件づけにおいて，反応形成（行動形成）をする

ためのスモールステップの原理について述べたもので

ある。反応形成は「シェイピング」とも呼ばれる。オ

ペラント条件づけは，生体が環境に積極的かつ自発的

にはたらきかけて新たな行動や反応を形成していく過

程を重要視した理論である。

（『精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー②心理学：心理学
理論と心理的支援』へるす出版，２００８年（以下『心理学：心理学理論
と心理的支援』へるす出版），pp．３０～３２，『心理学辞典』有斐閣，１９９９
年（以下『心理学辞典』有斐閣），p．４７９）

３ 誤り。パブロフ（Pavlov, I. P.）が唱えた古典的条

件づけ，あるいはレスポンデント条件づけの説明文で

ある。例えば，ブザー音という条件刺激だけでは唾液

分泌という反応は起こらないが，条件刺激と餌という

無条件刺激を繰り返し対提示すると，ブザー音だけで

唾液分泌が起こるようになる。これは，ブザー音と餌

の連合が形成された結果だとパブロフは考えた。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．６６～６７，『MINERUVA
社会福祉士養成テキストブック２１心理学理論と心理的支援』ミネル
ヴァ書房，２０１４年（以下『心理学理論と心理的支援』ミネルヴァ書房），
pp．３１～３２）

４ 誤り。間接強化で学習が成立するというのは，バン

デューラ（Bandura, A.）の観察学習である。強化と

は，反応の生起頻度を高める操作で，学習中の生体が

実際に強化を受けるのを直接強化，他者が褒められた

り叱られたりするのを見聞きするのを間接強化とい

う。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．７１，『心理学辞典』有
斐閣，pp．１３９～１４０）

５ 誤り。出生直後や出生後間もない時期に経験するこ

とが，その後の行動を大きく左右する。このような学

習が初期学習で，その代表が選択肢にあるローレンツ

（Lorenz, K.）によって命名されたインプリンティン

グであり，初期経験とも呼ばれる。

（『心理学理論と心理的支援』ミネルヴァ書房，p．３４，『心理学辞典』
有斐閣，p．４２２）

問題 ９ 正答 ４

１ 誤り。抑うつの重症度を調べられる尺度を作成した

のはベック（Beck, A. T.）であり，彼の名前をとって

ベック抑うつ性尺度（BDI）と呼ばれる。抑うつ気分，

罪悪感，自己嫌悪，食欲減退など２１の抑うつ症状をも

とに診断が下される。アイゼンクが開発した検査に

は，モーズレイ性格検査（MPI），アイゼンク性格検

査（EPI）がある。

（『心理学：心理学理論と心理的支援』へるす出版，pp．１３２～１３３，
『心理学辞典（新版）』誠信書房，２０１４年（以下『心理学辞典』誠信
書房），pp．５５６～５５７）

２ 誤り。統合失調症，気分障害，てんかんの３つの病

気の患者の体型を踏まえて，それぞれの性格として，

分裂気質，躁うつ（循環）気質，粘着気質を対応づけ

たのはクレッチマー（Kretschmer, E.）である。シェ

ルドンは，一般成人の体型をもとに，性格を，身体緊

張型，頭脳緊張型，内臓緊張型に分けた人物である。

（『心理学：心理学理論と心理的支援』へるす出版，pp．４２～４３，『心
理学：心理学理論と心理的支援』全社協，pp．５０～５１，『心理学理論
と心理的支援』中央法規出版，p．１３）

３ 誤り。イド（エス），エゴ（自我），スーパーエゴ（超

自我）という３層構造をもとに性格を分けたのはフロ

イト（Freud, S.）で，構造論と呼ばれている。シュプ

ランガーは，何に志向して生きるかをもとに６つの型

に分類した。

（『心理学：心理学理論と心理的支援』へるす出版，pp．４４～４５，『心
理学辞典』有斐閣，p．３８，pp．３０８～３０９，p．３９９，p．５９２）

４ 正しい。リビドーを一般的で心的なエネルギーとし

て位置づけ，類型化したのがユングである。リビドー

が外界に向かい外部の刺激に影響を受けやすい外向型

と，リビドーが内界に向かい自己に関心が集中する内

向型である。フロイトもリビドーという用語を用いて

いるが，フロイトの場合は性的なエネルギーとしてい

る点が大きく異なる。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１３～１５，『心理学：
心理学理論と心理的支援』へるす出版，pp．４３～４４）

５ 誤り。一般成人の体型をもとに性格を３つに類型化

６



したのはシェルドンである。ギルフォードは，因子分

析を使って基本となる性格特性を抽出した。このうち

の１２個の性格特性をもとに構成されたのが，矢田部ギ

ルフォード性格検査（YGPI）である。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１６，『心理学：心理学
理論と心理的支援』へるす出版，p．４４）

問題 １０ 正答 １

１ 正しい。個人で判断する場合と比較して集団討議に

よって判断を下す場合，より危険性の高い決定になり

がちである。ただし，項目によっては集団討議のほう

がより緩やかな判断になることもあり，コーシャス・

シフトと呼ばれている。両者を併せて「集団極性化」

という。

（『最新 心理学事典』平凡社，２０１３年（以下『最新 心理学事典』平
凡社），p．３３１，『心理学辞典』有斐閣，p．８７９，『心理学：心理学理論
と心理的支援』全社協，p．６８）

２ 誤り。選択肢の説明は内集団バイアスではなく，外

集団バイアスのことである。内集団バイアスは内集団

ひいきとも呼ばれ，自分自身が所属していると意識し

ている集団を優遇したり，高く評価したりすることで

顕在化する。

（『最新 心理学事典』平凡社，p．３３２，『心理学辞典』有斐閣，p．６４７）

３ 誤り。選択肢の説明はモッブではなく，パニックの

ことである。モッブは「暴衆」や「乱衆」と訳される

用語で，テロを起こすような危険な集団から，バーゲ

ンセールに殺到する集団まである。パニックは，恐怖

や不安にかられた人が起こす混乱状況である。

（『心理学辞典』有斐閣，p．６９８，pp．７９４～７９５，『心理学理論と心理
的支援』ミネルヴァ書房，p．６２）

４ 誤り。選択肢の説明は同調ではなく，集合的無知の

ことである。例えば，国のリーダー的な人物が亡く

なった場合，自分自身は日常生活を普通に送ろうと思

うものの，当然ながら周囲は喪に服すはずだと考え，

行動を自粛してしまうことなどを指す。

（『社会心理学事典』丸善出版，２００９年，pp．３００～３０１）

５ 誤り。傍観者効果が生じるのは責任の分散が起こる

からである。援助を求めている人がいるとき，自分以

外にも他者がいることで，自分が手助けしなくても誰

かがやるはず，自分がすべての責任を果たす必要はな

いと考えてしまうために援助行動が起こりにくい。社

会的手抜きは，１人でやるときよりも集団になると作

業量が減少することで，１人当たりの作業量がわから

ない場合に起こる。

（『心理学：心理学理論と心理的支援』へるす出版，pp．４８～４９，『心
理学辞典』有斐閣，p．７９３）

問題 １１ 正答 ５

１ 誤り。「道徳性は，他律から自律へと移行する」と

主張したのはピアジェ（Piaget, J.）である。親や大人

が言ったことはすべて正しいと考え，それに拘束され

てしまう段階が他律であり，自分はどう判断するかを

重視し，仲間との協同という意識のもとにある段階が

自律である。

（『パーソナリティ心理学ハンドブック』福村出版，２０１３年，pp．２０５
～２０６，『心理学辞典』有斐閣，pp．６３２～６３３）

２ 誤り。道徳的なジレンマ事態に対する対応の仕方か

ら，慣習に従う以前の水準である前慣習的水準，慣習

を絶対的なものとみなす慣習的水準，慣習を踏まえつ

つ自分なりの判断が可能になる後慣習的水準があると

指摘したのはコールバーグ（Kohlberg, L.）である。

（『心理学辞典』有斐閣，pp．６３２～６３３，『心理学辞典』誠信書房，
p．２１２）

３ 誤り。選択肢の愛他的行動と向社会的行動という用

語が逆になっている。他者に利益をもたらそうとする

行動全般は向社会的行動で，そのうち他者の利益のた

めに報酬を期待せずに行う自発的な行動が愛他的行

動，あるいは愛他行動で，ボランティアをイメージす

ればよい。言い換えれば，報酬を得ながら他者のため

に行う行動は，愛他的行動とはみなされない。

（『心理学辞典』有斐閣，p．３，『心理学辞典』誠信書房，p．２６５）

４ 誤り。道徳的な事態に遭遇したことを的確に判断す

るには，達成動機ではなく共感性の発達が必要とな

る。共感性は思いやりの情動的基盤をなすもので，他

者の感情を予期し，その心情を推し量ることで，道徳

的な行動が起こることにつながる。

（『最新 心理学事典』平凡社，pp．５５８～５５９，『心理学辞典』誠信書
房，pp．２１１～２１２）

５ 正しい。セルマン（Selman, R. L.）の指摘では，道

徳的な判断が発達するには社会的視点が不可欠であ

り，自他の視点が分化できていない水準，それが分化

するものの主観的な水準，自己を内省的に見つめられ

るだけの水準，自他の視点を第三者的な視点でとらえ

られる水準，社会全体の中で多様な他者の視点をとら

えられる水準に分けている。

（『心理学辞典』誠信書房，pp．２１０～２１２，『最新 心理学事典』平凡
社，pp．５５８～５５９）

問題 １２ 正答 ２

１ 適切でない。選択肢の説明は学習性無力感ではな

く，防衛機制の昇華の説明である。防衛機制は，心理

的な適応状態を保つためにとる行動である。学習性無
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力感とは，対処することができない事態に長期間さら

されることで，無気力，ひきこもり，活動性の低下を

みせる心理状態である。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．５１，p．１７０）

２ 適切。ストレスを減らそうと考えて，コーヒーや紅

茶，タバコ，アルコール（酒），鎮痛剤などの物質を

利用することは多くみられる。それが背景になって二

次的に身体的・心理的・対人関係的な問題が生じる

と，物質依存や物質乱用という物質関連障害になる場

合がある。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１７５）

３ 適切でない。選択肢の説明はバーンアウトではな

く，注意欠如・多動症の説明である。注意欠如・多動

症は，不注意が強く，多動性で落ち着きがなく，衝動

性を制御できないという症状がある。バーンアウト

は，ヒューマンサービスの現場で生じやすく，情緒的

消耗感，対象者と距離をおく姿勢，目的意識や責任感

の喪失，個人的達成感の低下などの症状が生じる。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１４１～１４３，pp．１７０
～１７２）

４ 適切でない。マズロー（Maslow, A. H.）の欲求階

層説における最も高次な欲求である自己実現欲求は，

ストレス症状ではない。欲求階層説では，まず生存に

不可欠な要素から欲求が始まり，次第により人間らし

い社会的な欲求が高まっていくことを表している。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．４０～４１）

５ 適切でない。エリクソン（Erikson, E.）の発達段階

説における青年期の課題は，ストレス症状ではない。

青年期には，アイデンティティ（同一性）の獲得が課

題となり，それを達成すると，身体的・精神的に自己

を統合し，「自分とはこういう人間だ」というアイデ

ンティティを確立することができる。しかし，青年期

は身体的・精神的に不安定なため，アイデンティティ

拡散（同一性拡散）の状態に陥りやすい。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１２８～１３０）

問題 １３ 正答 ５

１ 誤り。選択肢の技法は，「感情の明確化」という技

法である。「感情の明確化」とは，クライエントが表

現できない，述べることができなかったり，ためらっ

ている感情を共感的に理解し，クライエントがその感

情を明確にできるように促すことである。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１９６）

２ 誤り。選択肢の技法は，「表明内容の繰り返し」と

いう技法である。「表明内容の繰り返し」とは，クラ

イエントが述べたことを可能な限り言葉どおりに，丁

寧に繰り返すことである。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１９６）

３ 誤り。選択肢の技法は，論理情動理論（論理療法）

に基づく「不合理な信念」を「合理的な信念」に変え

るという技法である。エリス（Ellis, A.）によれば，

クライエントの不安などの否定的感情や悩みは，「不

合理な信念」によって生じるのであるから，それを変

えれば悩みを軽くすることができるということであ

る。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１９８～１９９）

４ 誤り。選択肢の技法は，ストレスへのコーピングの

うちの情動焦点型コーピングの提案である。情動焦点

型コーピングとは，ストレッサーそのものに対処する

のではなく，ストレッサーによってもたらされる情動

を統制，軽減しようとする対処方略である。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１７８～１７９）

５ 正しい。「感情の反射」の技法では，クライエント

の表明した感情を，共感をもって返す。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１９６）

問題 １４ 正答 ５

１ 適切でない。自己一致の状態は，パーソンセンター

ド・カウンセリング（来談者中心療法）が求める条件

の１つである。パーソンセンタード・カウンセリング

では，心理療法におけるクライエントとの関係の中で

自己が一致しており，全体的統合をもっていることを

必要十分条件としている。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，pp．１９５～１９６）

２ 適切でない。防衛機制は，精神分析における自我の

はたらきのことである。精神分析では，防衛機制が過

剰になってしまうと現実適応が難しくなり，神経症と

なると考える。精神分析による治療では，神経症を生

じさせている無意識のエスの活動と，意識的世界の自

我の活動とが適切にかかわるような援助を行う。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１９７）

３ 適切でない。モデリングは，行動療法で用いる方法

の１つである。モデリング（社会的学習理論）のこと

を，観察学習とも呼び，他者の行動を観察して，その

行動を学習する過程のことである。行動療法では，ク

ライエントに適切なモデルを提示し，モデルの行動を

観察させて，不適正な行動を消去したり，適応的行動

を獲得させたりする。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．１９９）

８



４ 適切でない。ロールプレイングは，SST（社会生活

技能訓練）で用いられる技法であり，社会生活場面で

生じる人間関係の役を演じることである。SSTでは，

社会生活をする上で誰もが経験するような場面を設定

し，そこでの対人関係場面を設定する。例えば，職場

の同僚役の人に対して，クライエントは，あいさつの

仕方や言葉遣いなどをロールプレイングによって練習

する。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．２０７）

５ 適切。家族療法では，家族はその構成員が相互に影

響し合う１つのシステムととらえるシステム理論が用

いられる。家族療法では，家族の成員が表す不適応や

問題行動は，その個人だけが原因と考えず，家族が相

互に影響し合って原因と結果が生じているので，家族

というシステムの問題として考え，特定の個人ではな

く家族全体にはたらきかける。

（『心理学理論と心理的支援』中央法規出版，p．２０４）
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社会理論と社会システム

問題 １５ 正答 ３

１ 誤り。日本の人口統計において，人口性比は女性１００

人に対する男性の数を指す。それゆえ性比が１００．０よ

り低ければ女性が多いことを意味する。日本の人口性

比は９４．８であるため，男性より女性が多い。２０１５年（平

成２７年）１０月１日現在の総人口は１億２７０９万４７４５人で

ある。男女別にみると，男性は６１８４万１７３８人，女性は

６５２５万３００７人であり，女性が男性より３４１万１２６９人多

い。

（総務省統計局「平成２７年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概
要」p．４）

２ 誤り。国際連合の推計によると，２０１５年の世界の人

口は７３．５億人である。人口の多い順に，中国１３．８億

人，インド１３．１億人，アメリカ３．２億人，以下国名の

み，インドネシア，ブラジル，パキスタン，ナイジェ

リア，バングラデシュ，ロシアと続き，日本は１０番目

である。そして，後にメキシコ，フィリピンが続く。

２０１０年から２０１５年にかけて人口上位２０か国の中で人口

増減率が減少になっているのは，日本のみである。

（総務省統計局「平成２７年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概
要」pp．４～５）

３ 正しい。日本の総人口１億２７０９万４７４５人のうち，外

国人人口は１７５万２３６８人であり，総人口の１．４％を占め

る。国籍別にみると，中国が５１万１１１８人，韓国・朝鮮

が３７万６９５４人，フィリピンが１７万２４５７人，ブラジルが

１２万６０９１人である。

（総務省統計局「平成２７年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概
要」p．６，p．２９）

４ 誤り。東京都の人口は１３５１万５２７１人であり，全国の

１０．６％を占める。人口上位９都道府県（東京都・神奈

川県・大阪府・愛知県・埼玉県・千葉県・兵庫県・北

海道・福岡県）を合わせると６８４７万１３７１人で，５３．９％

を占める。また，東京圏（東京都・神奈川県・埼玉県・

千葉県）の人口は３６１３万６８５人で，全国の４分の１以

上（２８．４％）を占めている。

（総務省統計局「平成２７年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概
要」p．８）

５ 誤り。６５歳以上人口は３３４６万５４４１人であり，総人口

に占める割合は２６．６％である。高齢化率７％以上を高

齢化社会，１４％以上を高齢社会，２１％以上を超高齢社

会と呼ぶ。国勢調査によると，日本は１９７０年（昭和４５

年）に７．１％になり，１９９５年（平成７年）に１４．６％に

なった。また，人口推計によると，２００７年（平成１９年）

に２１．５％になった。日本は超高齢社会の次の段階に差

しかかろうとしている。

（総務省統計局「平成２７年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概
要」p．１８，厚生労働省「平成２０年版 高齢社会白書」p．２）

問題 １６ 正答 ４

１ 誤り。生活全体についての満足感は，４０年間ずっと

男性より女性のほうが高い。NHK放送文化研究所の

「日本人の意識」調査は，全国の１６歳以上の国民を対

象に，１９７３年（昭和４８年）から５年ごとに実施してい

る調査である。２０１３年（平成２５年）で９回目となり，

調査開始から４０年が経過した。その４０年間で日本人の

意識がどのように変わったのか，あるいは変わらな

かったのかが明らかになる。

（NHK放送文化研究所編『現代日本人の意識構造［第八版］』NHK出
版，２０１５年（以下，『現代日本人の意識構造』NHK出版），p．３，p．１７６）

２ 誤り。「多少つきあいにくいが，能力のすぐれた人」

を選んだ割合は１９７３年（昭和４８年）が２７％，２０１３年（平

成２５年）も２７％である。「多少能力は劣るが，人柄の

よい人」を選んだ割合は，この４０年間で６７％から７２％

の幅で推移しており，人柄のよい人を優先する傾向が

続いている。

（『現代日本人の意識構造』NHK出版，p．２０８）

３ 誤り。隣近所の人とのつきあいに関して，「あまり

堅苦しくなく話し合える」を選んだ割合は，この４０年

間５０％前後で安定している。「あいさつする程度」を

選んだ割合は，１９７３年（昭和４８年）が１５％，２０１３年（平

成２５年）が２８％で増加傾向であるのに対し，「なにか

につけ相談したり，たすけ合える」の割合は，１９７３年

（昭和４８年）が３５％，２０１３年（平成２５年）が１８％で減

少傾向である。

（『現代日本人の意識構造』NHK出版，pp．１９８～１９９）

４ 正しい。「環境がととのい，安全で快適に過ごせる

地域に住んでいる」に「そう思う」と回答した人は，

この４０年間減ったことがない。１９７３年（昭和４８年）が

６０％，その後５年ごとに６７％，７０％，７０％，７２％，

７４％，７５％，８０％と推移し，２０１３年（平成２５年）が８７％

に増加している。

（『現代日本人の意識構造』NHK出版，pp．１７０～１７１）

５ 誤り。台所の手伝いや子どものおもりについて「一

家の主人である男子のすることではない」を選んだ割

合は，１９７３年（昭和４８年）が最も高く３８％，その後，
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大幅に減少している。一方の「するのは当然だ」は１９７３

年（昭 和４８年）か ら５年 ご と に５３％，６０％，６７％，

７２％，７７％と推移し，１９９８年（平成１０年）に８割を超

えて８４％，２０１３年（平成２５年）が８９％に増加している。

この４０年間で最も大きく変化した意識の１つである。

（『現代日本人の意識構造』NHK出版，pp．５６～５７）

問題 １７ 正答 ２

１ 誤り。労働者１人当たりの年間総労働時間は，緩や

かに減少している。１９９３年（平成５年）に１９２０時間で

あった総労働時間は，２０１７年（平成２９年）には１７２１時

間にまで減少した。最近では，５年連続で減少してい

る。

（厚生労働省『平成３０年版過労死等防止対策白書』p．２）

２ 正しい。「過労死等の防止のための対策に関する大

綱」（以下「大綱」）では，１週間の就業時間が６０時間

以上の長時間労働の雇用者の割合を，２０２０年（令和２

年）までに５％以下にすることを目標にしている。「月

末１週間の就業時間が６０時間以上」の雇用者の数と割

合は，２０１７年（平成２９年）時点で４３２万人，７．７％であ

る。

（厚生労働省『平成３０年版過労死等防止対策白書』p．４）

３ 誤り。２０１６年（平成２８年）の労働者１人当たりの平

均年次有給休暇取得率は，企業規模が「３０～９９人」が

４３．８％，「１００～２９９人」が４６．５％，「３００～９９９人」が

４８．０％，「１０００人以上」が５５．３％であり，企業規模が

大きいほど年次有給休暇の取得率は高くなっている。

大綱において，２０２０年（令和２年）までに年次有給休

暇取得率を７０％以上にすることを目標にしている。

（厚生労働省『平成３０年版過労死等防止対策白書』pp．９～１０）

４ 誤り。２０１７年度（平成２９年度）の脳・心臓疾患の労

災支給決定（認定）件数が最も多い職種は，「自動車

運転従事者」である。その支給決定件数は８９件であ

り，２位の「法人・団体管理職員」の２１件，３位の「飲

食物調理従事者」の１８件に比べてかなり多い。ま

た，２０１７年度（平成２９年度）の脳・心臓疾患の労災請

求件数が最も多い職種も，「自動車運転従事者」であ

る。

（厚生労働省『平成３０年版過労死等防止対策白書』pp．３９～４１）

５ 誤り。過労死等防止対策推進法の第５条において，

「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性に

ついて自覚を促し，これに対する関心と理解を深める

ため，過労死等防止啓発月間を設ける」として，１１月

が「過労死等防止啓発月間」と定められている。国及

び地方公共団体は，その趣旨にふさわしい事業が実施

されるよう努めることとされている。

（厚生労働省『平成３０年版過労死等防止対策白書』pp．１８４～１８７，
p．２４８）

問題 １８ 正答 ４

１ 誤り。ワーク・ライフ・バランスは，「仕事と生活

の調和」のことである。誰もが仕事と個人の時間（子

育て，介護，家庭，地域，自己啓発等）を両立させる

ことができる社会を目指して，日本では２００７年（平成

１９年）に，「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための

行動指針」が策定された。

（内閣府「『仕事と生活の調和』推進サイト ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けて 政府の取組」（http : //wwwa.cao.go.jp/wlb/
government/index.html），内閣府「『仕事と生活の調和』推進サイト
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて 仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲章」（http : //wwwa.cao.go.jp/wlb/governm
ent/20barrier_html/20html/charter.html））

２ 誤り。社会の中でどの程度の割合の人々が貧困であ

るのかを明らかにする際，生活水準がある一定のレベ

ル以下の人々を貧困者と定義する。その境界となる水

準が貧困線である。したがって，貧困線は所得格差を

あらわす指標ではない。

（『新・社会福祉士養成講座③社会理論と社会システム（第３版）』中
央法規出版，２０１４年（以下『社会理論と社会システム』中央法規出版），
p．２３）

３ 誤り。置換水準とは，世代間の人口を同数に保つた

めに必要な出生水準のことであり，人口置換水準とも

呼ばれる。今日の日本の置換水準は２．０７であるが，近

年の日本の合計特殊出生率は１．４程度と置換水準を大

きく下回り，人口減少が続いている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．７６）

４ 正しい。ジニ係数は経済学における統計指標の１つ

で，所得格差を表すものである。具体的には，ある所

得の人が何人いるかのデータに基づいて計算される係

数である。ジニ係数は０から１までの値をとり，格差

のない平等な状態は０で表され，格差が生じて不平等

な状態が拡大するほど１に近づいていく。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．５４～５６，福祉臨床
シリーズ編集委員会編『社会理論と社会システム（第３版）』弘文堂，
２０１８年，p．２５７）

５ 誤り。QOLとはquality of lifeの略語で，「生活の質」

と訳される。１９７０年（昭和４５年）前後，生活の経済的・

物質的な側面，いわゆる「量」的な側面が一定水準ま

で達成されると，次は生活の「質」的な側面に関心が

集まるようになり，それを測定するためのさまざまな

指標が構築されていった。

社会理論と社会システム
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（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．９９～１００）

問題 １９ 正答 ５

１ 誤り。選択肢は「新しい公共」を説明するものであ

る。「新しい公共」とは，「官だけでなく，市民，

NPO，企業などが積極的に公共的な財・サービスの

提供主体となり，教育や子育て，まちづくり，介護や

福祉などの身近な分野において，共助の精神で活動す

る」（内閣府）ことを指す概念である。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．１２３～１２４，内閣府
「『新しい公共』の考え方」（https : //www5.cao.go.jp/npc/attitude.
html））

２ 誤り。選択肢はゲゼルシャフトの説明である。テン

ニース（Tonnies, F.）は，社会集団をゲマインシャフ

トとゲゼルシャフトに類型化し，前者を本質意志に基

づき，あらゆる分離にもかかわらず本質的には結合し

ている人々の共同体（家族など），後者を選択意志（目

標を達成するための合理的な意志）に基づき，あらゆ

る結合にもかかわらず本質的には分離している人々の

共同体（企業など）であるとした。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．１６６）

３ 誤り。選択肢はスプロール現象（urban sprawl）を

説明するものである。日本では，首都圏・名古屋圏・

関西圏などで発生した現象で，都市部で居住地が足り

なくなり，鉄道や道路が外延部に延伸され，周囲に居

住地が無計画に広がっていく現象である。スプロール

とは「虫食い」を意味する。

（松田健『テキスト現代社会学（第２版）』ミネルヴァ書房，２０１０年
（以下『テキスト現代社会学』ミネルヴァ書房），p．５０）

４ 誤り。選択肢はアメリカの社会学者ベラー（Bellah,

R. N.）らによる指摘である。ベラーらは，著書『心の

習慣』（１９８５）において，個人主義の進行と自己への

関心の増大によって現代アメリカ人が個人の殻の中に

閉じこもってしまいがちであるという社会状況を描写

し，コミュニティが弱体化していくことを懸念した。

（『テキスト現代社会学』ミネルヴァ書房，pp．４９～５０）

５ 正しい。選択肢はウェルマンの「コミュニティ解放

論」を説明するものである。例えば，近年普及してい

るソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）にお

いて同じ趣味関心をもつ人々が集まるという現象は

ウェブ上で展開されるものであり，地域という空間に

限定されないコミュニティのあり方の１つといえる。

このように，コミュニティ解放論は現実のものとなっ

ている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．１２２）

問題 ２０ 正答 ４

１ 誤り。コールマンによると，閉鎖的なネットワーク

では，メンバー間の相互関係が強まり，仲間意識や信

頼関係が形成されていくため，例えば規範に違反する

子どもがいた場合にはその情報が容易に入手できるよ

うになる。結果として親の監督機能を高め，子どもの

人的資本形成に寄与すると考えられている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．１９１）

２ 誤り。ブリッジから得られる情報は，これまでアク

セスできなかった情報である場合が多く，有用性が高

いとされている。ブリッジとは，ネットワーク上に存

在する構造的隙間を橋渡しするつながりのことで，そ

れがなければある２者間（若しくは２集団間）で情報

が遮断されてしまう。したがって，ブリッジは資源流

通のための重要なつながりとみなされる。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．１９１～１９２）

３ 誤り。グラノヴェッターは，価値ある情報を入手す

るためには弱い紐帯の存在こそが重要であることを示

し，これを「弱い紐帯の強さ」という言葉で表現した。

例えば，転職を考えるときに価値ある情報を運んでく

れるブリッジは，日常的に交流している会社の同僚

（強い紐帯）ではなく，偶然会った昔の友人や，友人

のそのまた知り合いのような弱い紐帯でつながってい

る相手であるとした。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．１９２）

４ 正しい。パットナムは，社会の中にどのようなタイ

プの社会関係資本を備えた集団が存在するのかという

問題意識から，社会関係資本を「結束型」と「橋渡し

型」に区別した。結束型は内向きで，集団内部の同質

的な結びつきを強化していく。一方，橋渡し型は外向

きで，異なる集団における異質な人や集団を結びつけ

るネットワークであり，外部との資源連携や情報伝播

に優れている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．１９２，R. D. パットナ
ム，柴内康文訳『孤独なボウリング――米国コミュニティの崩壊と再
生』２００６年，pp．１９～２０）

５ 誤り。「一般的互酬性」とは，いま誰かに資源提供

したことが，巡り巡っていつか誰かが自分を助けてく

れるという確信をもつことであり，選択肢にあるよう

な即時的な見返りを求めるものではない。一般的互酬

性は，即座の見返りなしになぜ資源が提供されるのか

という資源提供者側の動機づけを説明する上で重要な

概念であり，社会関係資本を構成する要素の１つと考

えられている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．１９２～１９３）
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問題 ２１ 正答 １

１ 正しい。デュルケムは著書『自殺論』（１８９７）にお

いて，自殺の原因を社会学的に解明しようとした。そ

の中で彼は自殺を４種類に類型化し，そのうちの１つ

を「アノミー的自殺」と命名した。「アノミー」とは，

社会規範が崩壊し，人々の欲求が無規制状態になるこ

とを指す。この状態に陥ると，人々は欲求不満や焦燥

感にかられ，それがもとで自殺を選択してしまうこと

があるというものである。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．２０３，『テキスト現代
社会学』ミネルヴァ書房，pp．１６７～１６８）

２ 誤り。選択肢は文化学習理論を説明するものであ

る。社会緊張理論は，目標と手段の乖離から人が逸脱

行動にいたる動機づけを説明するものである。この理

論では，アメリカでは成功や出世，金銭的な豊かさの

実現といった目標を過度に煽る文化が存在する一方

で，それを達成するための手段は開かれていないとい

う乖離的な社会状況が存在し，それが逸脱行動の要因

になっていると説明される。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．２０１～２０３）

３ 誤り。構築主義的アプローチでは，社会問題は客観

的・物理的に存在しているのではなく，ある状態を

「問題である」とみなす活動を通して構築されていく

ものであると考える。構築主義学派のスペクター

（Spector, M. B.）とキツセ（Kitsuse, J. I.）は，この

クレーム申し立て活動に着目し，社会問題がこの活動

によって構築されていくプロセスを明らかにした。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．２０７～２０８）

４ 誤り。第一次的逸脱とは，パーソナリティの変容を

伴わない偶有性に満ちた逸脱行動のことである。選択

肢にある逸脱的なパーソナリティを確立したために行

われる逸脱行動は第二次的逸脱と呼ばれ，前者とは区

別される。ラベリング理論においては，人は周囲から

「逸脱者」というレッテルを貼られることにより，役

割行動として２回目以降の逸脱行動を引き起こす可能

性があると考えられている。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，p．２０９，『テキスト現代
社会学』ミネルヴァ書房，p．１７０）

５ 誤り。ラベリング論とは，犯罪を統制する側の活動

が逸脱現象の生成に寄与していることに着目するもの

である。ベッカー（Becker, H. S.）は著書『アウトサ

イダーズ』の中で，逸脱とはある人や行為が「逸脱で

ある」とレッテル貼りされることで作り出され，さら

に逸脱者自身も自らに「逸脱者である」とレッテル貼

りすることで，その逸脱性を高めていくという相互行

為過程があることを示した。

（『社会理論と社会システム』中央法規出版，pp．２０３～２０６，土井文
博・萩原修子・嵯峨一郎編『初めて学ぶ社会学――思想家たちとの対
話』ミネルヴァ書房，２００７年，p．２２０）

社会理論と社会システム
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現代社会と福祉

問題 ２２ 正答 ３，５

１ 誤り。１９４６年（昭和２１年）に制定された旧生活保護

法では，国家責任・無差別平等の原理が定められてい

たものの，生存権理念は盛り込まれていなかった。日

本国憲法第２５条の理念の具体化という基本原理が盛り

込まれたのは，現行の生活保護法（１９５０年（昭和２５

年））が最初である。

（日本社会事業大学救貧制度委員会編『日本の救貧制度』頸草書房，
p．３２０）

２ 誤り。欧米では，１９６０年代にノーマライゼーション

の理念に基づき大規模収容施設の見直しが進められて

いたが，日本では１９７１年（昭和４６年）に「国立コロニー

のぞみの園」を皮切りに全国各地にコロニーが建設さ

れた。日本にノーマライゼーションの理念が広がり，

在宅福祉の理念が広がっていくのは１９７０年代後半以降

である。

（吉田久一『新・日本社会事業の歴史』頸草書房，２００４年（以下『新・
日本社会事業の歴史』頸草書房），p．３１４）

３ 正しい。１９７９年（昭和５４年）に全国社会福祉協議会

は「在宅福祉サービスの戦略」を打ち出した。「戦略」

の中で社会福祉ニーズが貨幣的ニーズから非貨幣的

ニーズに転換していることを想定し，施設処遇から居

宅処遇へと転換していくことの必要性を打ち出した。

（全国社会福祉協議会編『在宅福祉サービスの戦略』１９７９年，pp．３８
～４４）

４ 誤り。社会福祉法第５条では福祉サービスの提供の

原則が打ち出され，社会福祉事業経営者は利用者の意

向を十分に尊重するとともに，関連サービスとの連携

を図りつつ，サービスを総合的に提供することを定

め，利用者の主体性（選択）を第一義的に尊重するこ

とが定められている。

（『新・社会福祉士養成講座④現代社会と福祉（第４版）』中央法規出
版，２０１４年（以下『現代社会と福祉』中央法規出版），p．１５０）

５ 正しい。障害者基本法第４条（差別の禁止）の基本

原則を具現化することを目的に制定されたのが，障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）である。同法第１条では，「障害を理由

とする差別の解消を推進し，もって全ての国民が，障

害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資

することを目的とする」と法の目的が定められてい

る。

問題 ２３ 正答 ５

１ 誤り。社会福祉事業法では，共同募金会と社会福祉

協議会の表裏一体の関係を規定し，共同募金会の認可

要件に社会福祉協議会の存在を前提とすることが定め

られていた。

（木村忠二郎『社会福祉事業法の解説』時事通信社，１９５１年，p．２２）

２ 誤り。身体障害者雇用促進法（現・障害者の雇用の

促進等に関する法律）では，国・地方公共団体及び一

般雇用主に対して，一定率以上の身体障害者を雇用す

ることを義務づけた。しかし，適用範囲が狭く，知的

障害者及び身体障害者の一部は除外されていた。

（『新・日本社会事業の歴史』頸草書房，p．３１３）

３ 誤り。老人福祉法では，措置の一環として「老人

ホームへの収容」が規定され，老人ホームは養護老人

ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームに分類

された。老人保健施設（現・介護老人保健施設）が法

制化されたのは，１９８７年（昭和６２年）の老人保健法

（現・高齢者の医療の確保に関する法律）の改正に

よってである。

（『新・日本社会事業の歴史』頸草書房，pp．３１２～３１３）

４ 誤り。１９７９年（昭和５４年）に自助と地域の相互扶助

を基本にした日本型福祉社会を目標とする「新経済社

会七カ年計画」が閣議決定された。同計画では，政府

と自治体の公的責任を基本とした欧州型の福祉国家を

否定し，個人や家族，地域共同体による福祉の責任を

強調した。

（菊池正治・室田保夫編『日本社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房，２００３
年（以下『日本社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房），p．１８２）

５ 正しい。１９８９年（平成元年）に政府は消費税を導入

し，超高齢社会の将来像を強調する福祉ビジョンを提

示した。その一環として，同年に高齢者保健福祉推進

十か年戦略（ゴールドプラン）を提示し，在宅福祉を

中心とする高齢者福祉の実現の具体的数値を示した。

（『日本社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房，p．１８６）

問題 ２４ 正答 ２，４

１ 誤り。介護保険法では，介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）は要介護認定を受けた者が契約によっ

て入所が決定される仕組みとなっている。しかし，老

人福祉法において，介護保険法に規定する介護老人福

祉施設に入所することが著しく困難であると認められ
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る場合には，市町村が措置でもって入所させなければ

ならないことが規定されている。

（『新・社会福祉士養成講座⑬高齢者に対する支援と介護保険制度（第
６版）』中央法規出版，２０１９年，p．９９）

２ 正しい。子ども・子育て支援法の成立によって，

２０１５年（平成２７年）より，公立保育園，幼稚園，認定

こども園，地域型保育については，利用者が事業者と

契約することとなった。なお，私立保育園は，利用者

と市町村との契約で，市町村が事業者に保育を委託す

る形式が継続している。

（『新・社会福祉士養成講座⑮児童や家庭に対する支援と児童・家庭
福祉制度』中央法規出版，２０１９年，pp．１６６～１７０）

３ 誤り。日常生活自立支援事業は，地域福祉権利擁護

事業（１９９９年（平成１１年））の名称変更によって２００７

年（平成１９年）に誕生した。日常生活自立支援事業は

原則，都道府県社会福祉協議会が実施主体となる「福

祉サービス利用援助事業」に該当するもので，福祉

サービス利用援助事業は社会福祉法で第二種社会福祉

事業に分類されている。

（『現代社会と福祉』中央法規出版，pp．２５０～２５１）

４ 正しい。障害者自立支援法（現・障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律）及び児

童福祉法の改正（２０１０年（平成２２年））によって，障

害児童福祉施設の利用について，入所施設については

都道府県・政令指定都市等の児童相談所で支給決定す

るが，通所施設については市町村が支給決定すること

となった。

（『現代社会と福祉』中央法規出版，p．２５９）

５ 誤り。厚生労働省では，団塊の世代が７５歳以上とな

る２０２５年（令和７年）を目途に，重度な要介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう，住まい・医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ

アシステムの構築を実現するとしている。

（厚生労働省「地域包括ケアシステム」（https : //www.mhlw.go.jp/stf
/ seisakunitsuite / bunya / hukushi _ kaigo / kaigo _ koureisha / chiiki -
houkatsu/））

問題 ２５ 正答 ２

１ 誤り。ハイフン連結社会とは，政治・経済・福祉の

３つのセクターからなる「民主―福祉―資本主義」と

呼ばれる社会体制のことである。

（平野寛弥「「ハイフン連結社会」論再考：T. H. マーシャルの現代的
意義」『社会福祉学』第４８巻第４号，２００８年（以下「「ハイフン連結社
会」論再考」『社会福祉学』），pp．５～１６）

２ 正しい。英国社会政策論の体系化に寄与したマー

シャル（Marshall, T. H.）は，「福祉国家」の構造を「民

主―福祉―資本主義」という表現で位置づけ，この体

制を「ハイフン連結社会」と呼称した。

（牛津信忠「“Capabilities Approach”に基づく社会福祉本質論の再
定式化――社会福祉パラダイムのダイナミズムを求めて」『経済学論
叢』第５２巻第３号，２００１年，pp．５８９～６４２）

３ 誤り。ハイフン連結社会は，第二次世界大戦後にイ

ギリスを含む西欧諸国で成立した。一元的な社会体制

ではなく，むしろ政治・経済・福祉の３つのセクター

からなる「民主―福祉―資本主義」と呼ばれる社会体

制であるとされる。

（「「ハイフン連結社会」論再考」『社会福祉学』，pp．５～１６）

４ 誤り。マーシャルは，「ハイフン連結社会」論を社

会体制論として論じる上で価値問題に注目した。その

点について批判的な議論も行われたが，近年では，民

主主義政治，資本主義経済，福祉からなる社会体制に

おいて，構造問題が価値問題として問題化され，解決

される点を指摘したものであると理解されている。

（「「ハイフン連結社会」論再考」『社会福祉学』，pp．５～１６）

５ 誤り。マーシャルの「ハイフン連結社会」論は，１９７２

年の「福祉資本主義の諸価値問題」と，１９８１年の「追

論」という論文で発表された。

（「「ハイフン連結社会」論再考」『社会福祉学』pp．５～１６）

問題 ２６ 正答 ２

１ 誤り。障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（障害者差別解消法）において，ウェブアクセシ

ビリティを含む情報アクセシビリティは，合理的配慮

を的確に行うための環境の整備と位置づけられてお

り，事前的改善措置として計画的に推進することが求

められている。また，行政機関等は，障害者から個別

の申し出があった場合は，必要かつ合理的な配慮を行

う必要がある（法第７条）。

（総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」（http : //www.
soumu.go.jp/main_content/000439213.pdf）（以下「みんなの公共サイ
ト運用ガイドライン」））

２ 正しい。事前的改善措置は，選択肢の施設・設備の

改善にとどまらず，ウェブのアクセシビリティ向上，

職員に対する研修等多岐にわたっている。すでにある

建物・設備の利用が障壁になっている場合は，その障

壁を解消・低減するためのバリアフリー対応が必要で

ある。また，新規に建物・設備をつくる場合は，それ

らの利用が障壁にならないよう，あらかじめ対策する

ユニバーサルデザイン対応が求められる。

（飯塚潤一・福井恵「障害者差別解消法とバリアフリー・ユニバーサ
ルデザイン できるところから始める障害学生・教職員支援」『大学図
書館研究』第１０８巻，２０１８年）

現代社会と福祉
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３ 誤り。障害者差別解消法は，不特定多数の障害者を

主な対象として行われる事前的改善措置については，

個別の場面において個々の障害者に対して行われる合

理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に

努めることとしている。このため，各場面における環

境の整備の状況により，合理的配慮の内容は異なるこ

ととなる。

（内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（概
要）」（http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/113/
shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/07/08/1359123_12.pdf）（以下「障害
を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」））

４ 誤り。障害者からの意思表明のみでなく，知的障害

や精神障害等により本人の意思表明が困難な場合に

は，障害者の家族，介助者等，コミュニケーションを

支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

（「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」）

５ 誤り。合理的配慮は，個々の障害者に対して，その

状況に応じて個別に実施される措置であり，環境の整

備は，不特定の障害者を対象に行われる事前的改善措

置である。例としてあげられている車いすの利用者が

段差のある場所を移動する際に手助けすることは合理

的配慮の提供であり，スロープを設置し段差を解消す

ることが環境の整備（事前的改善措置）である。

（「みんなの公共サイト運用ガイドライン」）

問題 ２７ 正答 ３

１ 誤り。ひきこもり支援コーディネーターの配置につ

いては，ひきこもり地域支援センター１か所当たり，

原則，２名以上とし，このうち専門職を１名以上配置

するものとされている。専門職は，社会福祉士，精神

保健福祉士，保健師等の資格を有する者とされ，ただ

し，これによりがたい場合はこれらと同等に相談等業

務を行うことのできる者とされている。

（「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」平成２７年７月２７
日社援発０７２７第２号，「（別添１１）ひきこもり対策推進事業実施要領」
（以下「ひきこもり対策推進事業実施要領」））

２ 誤り。ひきこもり地域支援センターの実施主体は，

都道府県又は指定都市である。ただし，本事業を適

切，公正，中立かつ効果的に実施することができる者

であって，社会福祉法人，特定非営利活動法人その他

の都道府県等が適当と認める民間団体に，事業の全部

又は一部を委託することができる。

（「ひきこもり対策推進事業実施要領」）

３ 正しい。対象者からの電話，来所等による相談に応

じ，適切な助言を行うとともに，必要に応じて家庭訪

問を中心とする訪問型の支援を行うものとされてい

る。また，対象者の相談内容等に応じて，医療，保

健，福祉，教育，就労等の適切な関係機関へつなぎ，

当該機関と情報交換を行うとされている。

（「ひきこもり対策推進事業実施要領」）

４ 誤り。ひきこもりの長期化や高齢化等，困難ケース

への対応を含めた訪問支援を強化するため，ひきこも

り支援コーディネーターに加えて，訪問相談支援員を

おくことができるとされている。なお，訪問相談支援

員はひきこもり支援に経験及び知識を有する者とされ

ている。

（「ひきこもり対策推進事業実施要領」）

５ 誤り。地域の実情に応じて，事業を実施することと

なっている。必ず実施しなければならない事業は，利

用可能なひきこもりの相談窓口，支援機関の情報発信

とされている。

（「ひきこもり対策推進事業実施要領」）

問題 ２８ 正答 １，４

１ 正しい。待機児童問題を解消し，女性就業率８０％に

対応する「子育て安心プラン」を前倒しし，２０２０年度

（令和２年度）末までに３２万人分の受け皿整備を進め

るとともに，保育士のさらなる処遇改善に取り組むと

している。

（首相官邸「人づくり革命基本構想（平成３０年６月１３日人生１００年時
代構想会議とりまとめ）」（https : //www.kantei.go.jp/jp/content/
000023186.pdf）（以下「人づくり革命基本構想」）p．３）

２ 誤り。３歳から５歳までのすべての子ども及び０歳

から２歳までの住民税非課税世帯の子どもについての

幼稚園，保育所，認定こども園の費用の無償化措置を

行うとしている。

（「人づくり革命基本構想」p．４）

３ 誤り。住民税非課税世帯（年収２７０万円未満）の子

どもたちに対する授業料の減免措置については，国立

大学の場合はその授業料を免除し，公立大学の場合

は，国立大学の授業料を上限として対応を図るとして

いる。

（「人づくり革命基本構想」p．６）

４ 正しい。一般教育訓練給付について，対象を拡大す

るとともに，ITスキルなどキャリアアップ効果の高

い講座を対象に，給付率を２割から４割に倍増すると

している。特に，文部科学大臣が認定した講座につい

ては，社会人が通いやすいように講座の最低時間を

１２０時間から６０時間に緩和するとしている。

（「人づくり革命基本構想」p．１０）

５ 誤り。高齢者は健康面や意欲，能力などの面で個人
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差が存在するという高齢者雇用の多様性を踏まえ，一

律の処遇でなく，成果を重視する評価・報酬体系を構

築するとしている。

（「人づくり革命基本構想」pp．１２～１３）

問題 ２９ 正答 １，５

１ 正しい。児童手当は社会手当に位置づけられるた

め，現金給付による所得再分配である。具体的には，

０歳から中学校修了までの児童を養育している者に対

して，３歳未満の児童については１人月額１万５０００

円，３歳以上小学校終了前までの第１子・第２子につ

いては１人月額１万円，同じく第３子については１人

月額１万５０００円，中学生については１人月額１万円が

支給されている。

（『新・社会福祉士養成講座⑫社会保障（第６版）』中央法規出版，２０１９
年（以下『社会保障』中央法規出版），p．４５，pp．２４９～２５０）

２ 誤り。児童扶養手当は，父子家庭を含めた一人親世

帯を対象とした社会手当である。社会手当制度は，主

として税財源により金銭給付を行う制度の総称であ

る。したがって，現物給付による所得再分配ではな

い。

（『社会保障』中央法規出版，p．４５，pp．２４９～２５０）

３ 誤り。生活保護制度は，高所得層から低所得層へ所

得を移転する垂直的再分配である。したがって，同一

所得間，同一職種間等で所得を移転する水平的再分配

ではない。

（『社会保障』中央法規出版，p．１５）

４ 誤り。公的年金制度は，現役世代から高齢世代へ所

得を移転する世代間の再分配である。したがって，高

所得層から低所得層へ所得を移転する垂直的再分配で

はない。

（『社会保障』中央法規出版，p．１５）

５ 正しい。医療保険制度は，「健康な人」から「病気

の人」へといった同一所得間，同一職種間等で所得を

移転するため水平的再分配である。

（『社会保障』中央法規出版，p．１５）

問題 ３０ 正答 ４

１ 誤り。義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律（教育機会確保法）

第１０条の規定によれば，特別の教育課程に基づく教育

を行う学校の整備については義務ではなく努力義務と

して，その責務が規定されている。

２ 誤り。教育機会確保法第１３条で，「国及び地方公共

団体は，不登校児童生徒が学校以外の場において行う

多様で適切な学習活動の重要性に鑑み，個々の不登校

児童生徒の休養の必要性を踏まえ，当該不登校児童生

徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよ

う，当該不登校児童生徒及びその保護者（学校教育法

第１６条に規定する保護者をいう。）に対する必要な情

報の提供，助言その他の支援を行うために必要な措置

を講ずるものとする」としている。

３ 誤り。教育機会確保法第１２条の規定によれば，学校

以外の場において行う学習活動の状況の把握について

は，心身の状況等の把握も含め義務として，その責務

が明記されている。

４ 正しい。教育機会確保法第９条で，「国及び地方公

共団体は，不登校児童生徒に対する適切な支援が組織

的かつ継続的に行われることとなるよう，不登校児童

生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に

係る情報を学校の教職員，心理，福祉等に関する専門

的知識を有する者その他の関係者間で共有することを

促進するために必要な措置その他の措置を講ずるもの

とする」としている。

５ 誤り。教育機会確保法第１１条の規定によれば，学習

支援を行う公立の教育施設の整備については，義務で

はなく努力義務として，その責務が規定されている。

問題 ３１ 正答 ３

１ 誤り。アジア社会福祉従事者研修事業の目的は，ア

ジア各国の民間社会福祉従事者の人材育成である。し

たがって，介護分野を希望する外国人労働者の量的拡

大を目的とした事業ではない。

（全国社会福祉協議会国際社会福祉基金委員会「『国際交流・支援活
動会員制度』会員登録のお願い」（以下「会員登録のお願い」），p．４
（https : //www.shakyo.or.jp/bunya/kokusai/kouryu/20180125_koku
sai.pdf））

２ 誤り。アジアの国々を対象に，毎年度１か国１名ず

つ，数か国から研修生を招へいし，日本語習得と施設

実習に重点をおいた１年間の研修を実施している。

（全国社会福祉協議会『全社協 Action Report』第１２５号，２０１８年，p．２
（https : //www.shakyo.or.jp/news/2018/actionreport_180731.pdf））

３ 正しい。修了生と日本の福祉関係者との相互学習，

交流を目的としたアジア社会福祉セミナーを５年に一

度，日本で開催している。

（「会員登録のお願い」p．５）

４ 誤り。研修を通して研修生・修了生相互・日本の社

会福祉関係者が交流と相互理解を図り，真に信頼し合

える人間関係を築くために，日本語学習を実施し，日

現代社会と福祉
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本語で研修を行っている。

（「会員登録のお願い」p．４）

５ 誤り。全国社会福祉協議会が運営主体となって，国

際交流・支援事業の中軸として行っている事業であ

る。したがって，外国人技能実習機構が運営主体と

なって行われている事業ではない。

（「会員登録のお願い」p．４）
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地域福祉の理論と方法

問題 ３２ 正答 ３

１ 誤り。ノーマライゼーション理念を提唱し，その

普及に尽力したのは「ノーマライゼーションの父」と

呼ばれるデンマークのバンク・ミケルセン（Bank-

Mikkelsen, N. E.）である。ヴォルフェンスベルガー

（Wolfensberger, W.）はアメリカのノーマライゼー

ション研究者で，ノーマライゼーションについて独自

の理論化・体系化を図ったことで知られる。

（『社会福祉学事典』丸善出版，２０１５年，pp．２０～２２，『現代福祉学レ
キシコン＜第二版＞』雄山閣出版，１９９８年，p．１３１）

２ 誤り。ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）

の概念は，もともと１９８０年代にヨーロッパで問題と

なっていた外国籍労働者への社会的排除に対する施策

として導入された。

（『六訂 社会福祉用語辞典』中央法規出版，２０１２年，p．２４０，岩田正
美『現代の貧困』ちくま新書，２００７年，pp．２１～２３）

３ 正しい。社会福祉法第４条第１項において「地域住

民，社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会

福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」とい

う。）は，相互に協力し，福祉サービスを必要とする

地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み，社会，経済，文化その他あらゆる分野の活動に

参加する機会が確保されるように，地域福祉の推進に

努めなければならない」とされている。

４ 誤り。選択肢の説明は，構造的アプローチのことで

ある。構造的アプローチは，社会福祉理論における制

度政策論・運動論の立場から地域福祉を把握しようと

する認識方法である。このアプローチは，さらに制度

政策論的アプローチをとるものと，運動論的アプロー

チをとるものとに細分化される。

（『社会福祉学習双書２０１９⑧地域福祉論』全国社会福祉協議会，２０１９
年（以下『地域福祉論』全国社会福祉協議会），p．２７）

５ 誤り。健康な人だけが「支え手」となることは，地

域共生社会の考え方とは異なる。地域共生社会は２０１６

年（平成２８年）に閣議決定された「ニッポン一億総活

躍プラン」のなかで打ち出された考え方である。プラ

ンでは地域共生社会の実現のために「支え手側と受け

手側に分かれるのではなく，地域のあらゆる住民が役

割を持ち，支え合いながら，自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成」することを提起している。

また，上記プランを受けて厚生労働省で組織された

「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援

体制の在り方に関する検討会」の最終とりまとめにお

いても，「これまで支援の『受け手』であった人が『支

え手』に回るような，参加の場や就労の場を地域に見

出していく」ことが述べられている。

（『ニッポン一億総活躍プラン』２０１６年，p．１６，「地域力強化検討会最
終とりまとめ～地域共生社会の実現に向けた新しいステージへ～」
２０１７年，「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の
在り方に関する検討会」２０１７年，p．６）

問題 ３３ 正答 １，５

１ 正しい。１９６８年の「シーボーム報告」は，それまで

バラバラだった地方自治体のソーシャルワーク窓口を

統合し，あらゆる相談に対応できる体制に再編するこ

とを提言した。この提言は，１９７０年の「地方自治体社

会サービス法」によって実施に移されることとなっ

た。

（『新・社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法（第３版）』中央
法規出版，２０１５年（以下『地域福祉の理論と方法』中央法規出版），
pp．３１４～３１５，『社会福祉辞典』大月書店，２００２年，p．２２７，『社会福
祉学事典』丸善出版，２０１５年，p．１７２）

２ 誤り。１９６８年の「ガルベンキアン報告」は，コミュ

ニティワークをめぐる諸課題について総合的に検討し

た研究報告である。選択肢はウルフェンデン報告（１９７８

年）について述べたものである。

（『社会福祉辞典』大月書店，２００２年，p．７４，田端光美『イギリス地
域福祉の形成と展開』有斐閣，２００７年，p．１１６）

３ 誤り。１９６９年の「エイブス報告」は，ボランティア

は専門家の代替ではなく，その役割は付加的サービス

の改善にあることを強調した。

（『地域福祉の理論と方法』中央法規出版，p．３１５，『社会福祉辞典』
大月書店，２００２年，pp．３７～３８）

４ 誤り。１９８８年に公表された「グリフィス報告」は，

コミュニティケア政策の行財政責任について，国から

地方自治体に移譲することを勧告した。

（『地域福祉の理論と方法』中央法規出版，pp．３１７～３１８，田端輝美
『イギリス地域福祉の形成と展開』有斐閣，２００７年，pp．１６９～１７３）

５ 正しい。１９９０年に成立した「国民保健サービス及び

コミュニティケア法」では，コミュニティケア計画の

地方自治体への策定義務化のほか，ケアの権限と財源

の地方自治体への一元化，ニーズアセスメントとケア

マネジメントの実施などが盛り込まれた。

（『地域福祉の理論と方法』中央法規出版，pp．３１７～３１８，『地域福祉
事典』中央法規出版，１９９９年，p．３８７）

地域福祉の理論と方法
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問題 ３４ 正答 ２

１ 誤り。地域福祉活動計画は，社会福祉協議会が中心

となって民間の活動，行動計画として策定するもので

ある。また，地域福祉計画は，社会福祉法によって規

定され，策定にあたっては，住民参加を要件とした行

政が中心となって策定するものである。地域福祉活動

計画と地域福祉計画が対等な関係であるのに対し，地

域福祉計画は他の福祉行政計画の上位計画に位置づけ

られる。具体的には，社会福祉法第１０７条第１項第１

号に規定される「地域における高齢者の福祉，障害者

の福祉，児童の福祉その他の福祉の各分野における共

通的な事項」を記載する，いわゆる「上位計画」とし

て位置づけられている。

（『地域福祉論』全国社会福祉協議会，pp．７８～７９）

２ 正しい。社会福祉法第１０６条の３第１項は，①「住

民に身近な圏域」において，地域住民等が主体的に地

域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の

整備（第１号），②「住民に身近な圏域」において，

地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制

の整備（第２号），③多機関の協働による市町村にお

ける包括的な相談支援体制の構築（第３号）が明記さ

れており，第２項で「厚生労働大臣は，前項各号に掲

げる事業に関して，その適切かつ有効な実施を図るた

め必要な指針を公表するものとする」と規定してい

る。また，社会福祉法第１０６条の３第２項の規定に基

づき，２０１７年（平成２９年）１２月１２日には「社会福祉法

に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関

する指針」が告示されている。

３ 誤り。都道府県地域福祉支援計画を定めた社会福祉

法第１０８条第３項では「都道府県は，定期的に，その

策定した都道府県地域福祉支援計画について，調査，

分析及び評価を行うよう努めるとともに，必要がある

と認めるときは，当該都道府県地域福祉支援計画を変

更するものとする」と規定している。

４ 誤り。福祉サービスの提供体制の確保等に関する国

及び地方公共団体の責務を定めた社会福祉法第６条第

２項は，事業者ではなく「国及び地方公共団体」が，

「地域住民等が地域生活課題を把握し，支援関係機関

との連携等によりその解決を図ることを促進する施策

その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講

ずるよう努めなければならない」と規定している。

５ 誤り。包括的な支援体制の整備を定めた社会福祉法

第１０６条の３第１項は，社会福祉協議会ではなく，「市

町村」が，「地域住民等及び支援関係機関による，地

域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ，地

域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される

体制を整備するよう努めるものとする」と規定してい

る。

問題 ３５ 正答 ４

１ 誤り。民生委員の定数は，厚生労働大臣の定める基

準を参酌して，市（特別区を含む）町村の区域ごとに，

都道府県の条例で定めることとされている（民生委員

法第３条，第４条第１項）。

２ 誤り。民生委員推薦会は，民生委員を推薦するに当

たっては，児童委員としても適当である者を推薦する

こととされている（民生委員法第６条第１項）。民生

委員の推薦を行うに当たっては，当該推薦に係る者の

うちから児童福祉法の主任児童委員として指名される

べき者を明示しなければならないとされている（民生

委員法第６条第２項）。

３ 誤り。民生委員推薦会の委員の委嘱は，当該市町村

の区域の実情に通ずる者のうちから，市町村長が委嘱

するとされている（民生委員法第８条第２項）。

４ 正しい。民生委員の再任についての規定はない。「こ

れからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関

する検討委員会報告書」（２０１８年（平成３０年））の中の

「民生委員・児童委員の活動および意識に関する調

査」結果によれば，民生委員の在任期間は２期までの

人が全体の６割を占めるが，残り４割は３期以上の人

である。

（「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討
会報告書」全国民生委員・児童委員連絡協議会，２０１８年）

５ 誤り。児童委員の研修を実施しなければならないの

は都道府県知事とされている（児童福祉法第１８条の

２）。

問題 ３６ 正答 ２，５

１ 誤り。共同募金会以外の者は，共同募金事業を行っ

てはならないとされている（社会福祉法第１１３条第３

項）。

２ 正しい。共同募金会の設立の認可に当たっては，①

当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存

すること，②特定人の意思によって事業の経営が左右

されるおそれのないものであること，③当該共同募金

の配分を受ける者が役員，評議員又は配分委員会の委

員に含まれないこと，④役員，評議員又は配分委員会
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の委員が，当該共同募金の区域内における民意を公正

に代表するものであることが規定されている（社会福

祉法第１１４条各号）。

３ 誤り。共同募金の配分を受けた者は，その配分を受

けた後１年間は，その事業の経営に必要な資金を得る

ために寄附金を募集してはならないとされている（社

会福祉法第１２２条）。

４ 誤り。国及び地方公共団体は，寄附金の配分につい

て干渉してはならないとされている（社会福祉法第１１７

条第４項）。

５ 正しい。共同募金会は，相互の連絡及び事業の調整

を行うため，全国を単位として，共同募金連合会を設

立することができる（社会福祉法第１２４条）。

問題 ３７ 正答 ５

１ 適切でない。この時点では，Ａ地域福祉コーディ

ネーターは，ＢさんからＣ君親子に関する相談を受け

ただけであり，まだＣ君の母親に会えていない。その

ため，適切なアセスメントがなされておらず，就労支

援が必要かどうかもまずは母親と会ってアセスメント

してから判断することが望ましい。また，Ｂさんはボ

ランティア団体の代表であり，就労支援を依頼する対

象ではない。

（『新・社会福祉士養成講座⑦相談援助の理論と方法Ⅰ（第３版）』中
央法規出版，２０１５年（以下『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版），
pp．１１２～１１５）

２ 適切でない。支援計画を作成する場合は，本人が主

体となってプランニングに参加することが望ましい。

社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターは，「丸

ごとの地域づくり」（社会福祉法第１０６条の３第１項第

２号に基づく概念）を推進するため，支援を必要とす

る人たちの生活（くらし）と就労（しごと）を包括的

に支えていくことが求められる。そのためには，支援

を必要とする人たちの課題を特定の制度・分野から把

握・整理するのではなく，支援を必要とする人たちの

課題を包括的にアセスメントする実践力が重視され

る。

（地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に
関する検討会「地域力強化検討会中間とりまとめ～従来の福祉の地平
を超えた，次のステージへ～」２０１６年，p．１８，地域における住民主体
の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会『地域力強
化検討会最終とりまとめ～地域共生社会の実現に向けた新しいステー
ジへ～』２０１７年，p．８，p．１６）

３ 適切でない。母子生活支援施設は，支援を必要とす

る母子家庭に住居を提供するとともに，母親の自立を

促進する機能を有している。しかしながら，社会福祉

協議会の地域福祉コーディネーターは，母子生活支援

施設の入所支援という選択肢だけでなく，地域住民や

ボランティアとの協働や多職種との連携を通した包括

的な個別支援も検討する必要がある。

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課「母子生活支援施設運
営ハンドブック」２０１４，p．１３，社会保障審議会福祉部会福祉人材確保
専門委員会「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる
役割等について」２０１８年，p．４）

４ 適切でない。Ｃ君の母親がボランティアをすること

が彼女にとって必要かどうか，そのニーズの確定に

は，Ａ地域福祉コーディネーターが，まず彼女とラ

ポールを形成し，アセスメントを実施する必要があ

る。また，ボランティア活動は，その性格として，自

発（自由意思）性，公共（公益）性，先駆（開発・発

展）性がとりあげられている。彼女がボランティアと

して参加したいという自発性が求められる。

（生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興
方策」１９９２年，『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版，p．１０９）

５ 適切。地域を基盤とした支援ネットワークは，

フォーマルサポート（多機関・多職種の協働による包

括的な相談支援体制）と地域住民やボランティア団体

等が主体的に地域課題を解決するインフォーマルサ

ポートで構成される。この考え方は，社会福祉法第１０６

条の３第１項（包括的な支援体制を整備する各種事

業）にも反映されている。よって，地域を基盤とした

支援ネットワークづくりは「丸ごとの地域づくり」を

図る地域福祉コーディネーターの重要な役割といえ

る。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，p．７，
全国社会福祉協議会「社協・生活支援活動強化方針」２０１７年，p．１４，
p．２３，p．５７，地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体
制の在り方に関する検討会「地域力強化検討会最終とりまとめ～地域
共生社会の実現に向けた新しいステージへ～」２０１７年，p．８，p．９，
pp．１１～２０）

問題 ３８ 正答 １，４

１ 正しい。２０１８年度（平成３０年度）から，市町村や地

域包括支援センター（以下「センター」という）には，

実施した事業に対する評価の実施と必要な措置を講ず

ることが義務化された。評価の実施については，同年

度より，別に定める指標を全国で統一して用いること

で，全国の市町村及びセンター間の比較による評価を

可能としている。人員体制や業務への対応等に関する

必要な改善措置の検討に当たっては，本評価の結果を

踏まえて，適切な対応を行うこととされている。

（「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正につい
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て」平成３０年５月１０日老総発０５１０第１号・老高発０５１０第２号・老振発
０５１０第３号・老老発０５１０第１号，３�④ア）

２ 誤り。センターの運営に当たっては，市町村が直接

実施する場合や運営を委託する場合といった運営形態

があるが，いずれの場合においても公平・中立な立場

から市町村施策との一体性を保ちながら運営していく

ことが求められる。特に，市町村からの委託を受けて

運営されるセンター（以下「委託型センター」という）

については，多様な運営主体が委託先となり得ること

から，センターの業務内容や運営方針が明確に示され

ない場合，効果的な運営が実現できない。このため，

センター業務（第１号介護予防支援事業，総合相談支

援業務，権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務）を委託する場合は，市町村がセン

ターの運営方針を示すこととされている（介護保険法

第１１５条の４７第１項）。市町村が直接運営するセンター

（以下「直営型センター」という）の場合も，センター

職員の目標達成に向けた意識の共有を図る観点から，

委託をする場合と同様に運営方針を定めることが望ま

しい。

（「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正につい
て」平成３０年５月１０日老総発０５１０第１号・老高発０５１０第２号・老振発
０５１０第３号・老老発０５１０第１号，３�②）

３ 誤り。センターを市町村が設置する場合と包括的支

援事業の実施の委託を市町村から受けた者が設置する

場合のいずれの場合においても，市町村は，その設置

の責任主体として，センターの運営について適切に関

与しなければならない。センターに対する具体的な市

町村の関与のあり方については，地域の実情を踏まえ

て市町村において判断されることとなる。例えば，セ

ンターの体制整備，センターの設置・変更・廃止やセ

ンター業務の法人への委託の可否及び方針の決定，毎

年度の事業計画や収支予算，収支決算などセンターの

運営に関する事項の確認などについては，センター設

置の責任主体として確実に行わなければならない。そ

の際，運営協議会の議を経なければならない。また，

設置の可否やセンターの担当圏域設定などの最終的な

決定は，市町村が行うものである。

（「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正につい
て」平成３０年５月１０日老総発０５１０第１号・老高発０５１０第２号・老振発
０５１０第３号・老老発０５１０第１号，３�）

４ 正しい。第１号介護予防支援事業の実施について

は，留意する点として，「サービス担当者会議は，利

用者及び家族の参加を基本とすること」のほか，「障

害者総合支援法において従来支援を行っていた相談支

援専門員と連携する等，制度間のサービス継続が円滑

に行われるよう留意すること」「利用者に対し，複数

の訪問型サービス事業者，通所型サービス事業者，そ

の他生活支援サービス事業者等を紹介するよう求める

ことができること等について説明を行い，理解を得る

必要があること」「介護予防ケアマネジメントの提供

の開始に際し，あらかじめ，利用者について，病院又

は診療所に入院する必要が生じた場合には，担当職員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう

求める必要があること」「訪問型サービス事業者，通

所型サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬

状況，口腔機能その他の必要と認める事項について，

利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は

薬剤師に提供すること」とされている。

（「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正につい
て」平成３０年５月１０日老総発０５１０第１号・老高発０５１０第２号・老振発
０５１０第３号・老老発０５１０第１号，４�①）

５ 誤り。センターには，包括的支援事業を適切に実施

するため，原則として，①保健師，②社会福祉士，③

主任介護支援専門員を置くこととされている（介護保

険法施行規則第１４０条の６６第１号イ）。しかしながら，

三職種の確保が困難である等の事情により，この人員

によりがたい場合には，これらに準ずる者として，以

下に掲げる者を配置することもできることとされてい

る。①保健師に準ずる者として，地域ケア，地域保健

等に関する経験のある看護師。なお，この経験のある

看護師には准看護師は含まないものとする。②社会福

祉士に準ずる者として，福祉事務所の現業員等の業務

経験が５年以上又は介護支援専門員の業務経験が３年

以上あり，かつ，高齢者の保健福祉に関する相談援助

業務に３年以上従事した経験を有する者。③主任介護

支援専門員に準ずる者として，「ケアマネジメント

リーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平

成１４年４月２４日老発第０４２４００３号厚生労働省老健局長

通知）に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了

し，介護支援専門員としての実務経験を有し，かつ，

介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員へ

の支援等に関する知識及び能力を有している者。な

お，保健師に準ずる者については，２０１９年度（令和元

年度）より，上記①かつ，高齢者に関する公衆衛生業

務経験を１年以上有する者とする。また，社会福祉士

に準ずる者，主任介護支援専門員に準ずる者について

は，将来的に社会福祉士，主任介護支援専門員の配置

を行うこととされている。

（「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正につい
て」平成３０年５月１０日老総発０５１０第１号・老高発０５１０第２号・老振発
０５１０第３号・老老発０５１０第１号，６�）
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問題 ３９ 正答 ４

１ 適切でない。地域住民の相談を包括的に受け止める

場を設置する際の展開方法については，例えば，地域

住民が中心となって担う場合の例として，小学校区ご

とに地域住民による「なんでも相談窓口」を設置する

とともに，社会福祉協議会のCSW（コミュニティソー

シャルワーカー）が専門的観点からサポートする方法

などが示されているが，住民に任せきりにするのでは

なく，共に解決することが求められる。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，第二，
２�）

２ 適切でない。住民と専門職が，地域の中にある「一

人の課題」を一緒に解決するプロセスは，地域住民が

「自分たちもこんなことができる」という成功体験に

つながり，他の生活課題をもつ人に対しても「何かで

きるかもしれない」という意識が生じる可能性があ

る。プライバシーへの配慮は十分にしながら，地域住

民と一緒に地域生活課題を解決する動きは，住民の気

づきと学びが促され，一人ひとりを支えることができ

る地域づくりにつながる。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，第二，
１�③）

３ 適切でない。地域住民が相互に交流ができる場所（会

議や集い，サロンなど）は，多様な地域の課題が寄せ

られる。このような既存の場所がなかったり，機能し

ていない場合は，機能を強化したり，新たにつくって

いく動きが必要である。地域に働きかけるソーシャル

ワークの機能を果たす者たちが，こうした場所に参加

し，住民とともに考えながら住民の意識を高めていく

ことが求められる。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，第二，
１�①，②）

４ 適切。地域住民の困りごとや相談を受けたり，地域

活動を通して地域の中に潜在的にあるニーズに気がつ

いたり，地域の中の問題に早期に気づくことができる

のは，民生委員・児童委員やボランティアといった地

域の関係者や関係機関であることも多い。地域住民の

困りごとや地域生活課題を抱えている人や世帯に関す

る情報を把握する体制をつくるため，意見交換や座談

会を開催し，地域生活課題を把握する機会を設けるこ

とは有効である。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，第二，
２�）

５ 適切でない。住民に身近な圏域における，地域生活

課題を包括的に受け止める場は，地域に「点」として

存在するのではなく，互いに連携し，「面」として実

施することで効果的に支援することにつながる。よっ

てこの支援体制を整備していくのは，１つの機関だけ

が行うのではなく，市町村がその取組みや機能を担う

主体とともに，どのように支援体制を整備していくか

を考え，関係者の創意工夫により具体化し，展開して

いくことが期待されている。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，「はじ
めに」）

問題 ４０ 正答 ２，５

１ 適切でない。活動拠点としては，公民館，生涯学習

センター等の公的施設や空き民家，空き店舗，小さな

拠点等の活用が考えられる。また，コンビニエンスス

トア，ドラッグストアといった民間事業者等との連

携，協力を図る等の試みも期待されている。そのた

め，公的施設に限定することなく，地域の社会資源を

活用することが求められる。

（「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」平成２９年
１２月１２日子発１２１２第１号・社援発１２１２第２号・老発１２１２第１号，厚生
労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長連名通知，第二，
１�②）

２ 適切。地域包括ケアシステムの構築プロセスにおい

ては，日常生活圏域のニーズ調査等が求められてい

る。社会資源の開発においては，生活支援コーディ

ネーターによる日常生活ニーズ調査や地域ケア会議等

により，地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況

を把握することが求められる。

（「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」平成３０年５月
１０日老発０５１０第４号，厚生労働省老健局長通知，第３，１及び第３，
３�）

３ 適切でない。地域包括ケアシステムの構築において

は，地域の高齢者全般を対象に，地域で必要とされて

いるサービスを提供する「地域支援事業」という仕組

みがある。なかでも一般介護予防事業は，市町村の独

自財源で行う事業や地域の互助，民間サービスとの役

割分担を踏まえつつ，高齢者を年齢や心身の状況等に

よって分け隔てることなく，住民運営の通いの場を充

実させ，人と人とのつながりを通じて，参加者や通い

の場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域福祉の理論と方法
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している。

（「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」平成３０年５月
１０日老発０５１０第４号，厚生労働省老健局長通知，第１，２�）

４ 適切でない。地域包括ケアシステムの構築は，住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され

るものである。また，地域共生社会の実現には地域住

民，民間事業者，社会福祉法人，民生委員・児童委

員，行政等といった多様な構成員が，それぞれに活動

するだけではなく，自らの地域福祉を推進していくた

めに参加・協働することが求められている。そのた

め，住民の主体性を大切にしつつ，協働していくこと

が求められる。

（「地域包括ケアシステムの５つの構成要素と「自助・互助・共助・
公助」」厚生労働省）

５ 適切。ボランティア等の支援の担い手に対する研

修・人材育成の実施は，住民主体の支援活動等を推進

していく際に重要なものとなる。ここでは，認知症サ

ポーター養成講座の活用や地域の実情に応じた研修内

容を検討，実施することが望ましい。

（「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」平成３０年５月
１０日老発０５１０第４号，厚生労働省老健局長通知，第３，４�）

問題 ４１ 正答 ３

１ 誤り。選択肢は，「インパクト調査」（「社会的イン

パクト調査」ともいう）の説明である。インパクト評

価とは，事業や活動の結果として生じた短期及び長期

の環境・社会的変化やその価値を定量的・定性的に評

価する。そして，その取組みが地域社会の抱える社会

的な課題解決に貢献しているかなど，事業・活動に価

値判断を加えることが大きな特徴である。

（「地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業 報
告書」日本総合研究所，２０１７年，p．５，『地域福祉の理論と方法』中央
法規出版，pp．２９４～２９８）

２ 誤り。選択肢は，プロセス評価の説明である。プロ

セス評価では，総合事業の企画・実施・評価のプロセ

スの中で，地域住民の意見収集や協議への住民参画，

関係機関への働きかけ，地域資源の把握，行政課題の

把握，ケアの提供者と受益者との相互作用（ケアの内

容や接遇）などを評価する。

（「地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業 報
告書」日本総合研究所，２０１７年，p．１４，『地域福祉の理論と方法』中
央法規出版，pp．２９４～２９８）

３ 正しい。選択肢は，アウトカム評価の説明である。

アウトカム評価では，事業の目的・目標の達成度や成

果の数値目標，たとえば，６５歳以上の新規認定者数や

割合，要支援・要介護認定率，費用額，ケアによって

要介護者や高齢者にもたらされた健康状態の変化など

を評価する。

（「地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業 報
告書」日本総合研究所，２０１７年，p．１４，『地域福祉の理論と方法』中
央法規出版，pp．２９４～２９８）

４ 誤り。選択肢は，ストラクチャー評価の説明であ

る。ストラクチャー評価は，事業を実施するための仕

組みや体制，たとえば，地域包括ケアシステムの構築

に向けた行政内の担当部署や多様な主体によるサービ

ス提供体制の構築，投入するお金や人材，場所や設備

などの資源を評価する。

（『地域福祉の理論と方法』中央法規出版，pp．２９４～２９８）

５ 誤り。選択肢は，フィデリティ評価の説明である。

フィデリティ評価では，プログラムの実施効果に焦点

を当て，効果的なプログラムモデルに準拠して行われ

ているかといったEvidence-Based-Practice（EBP）の

実施度を図る。これにより，プログラムの重要な要素

が意図したとおりに実践できたかを示すことができ

る。

（「地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業 報
告書」日本総合研究所，２０１７年，p．１４，『地域福祉の理論と方法』中
央法規出版，pp．２９４～２９８）

２４



福祉行財政と福祉計画

問題 ４２ 正答 ５

１ 誤り。都道府県は，養護老人ホーム及び特別養護老

人ホームの設備及び運営について，条例で基準を定め

なければならない（老人福祉法第１７条第１項）。従来

は厚生労働省令で定めていたが，２０１１年（平成２３年）

に制定された地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（第１次地域主権一括法）により，都道府県の条例で

定めることとなった。

（『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画（第５版）』中央
法規出版，２０１７年（以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版），
p．３７，pp．５１～５２）

２ 誤り。都道府県に，被措置児童等の虐待にかかる調

査審議等のため，児童福祉に関する審議会その他の合

議制の機関を置くものとする（児童福祉法第８条第１

項）。なお，市町村は，家庭的保育事業等の認可にか

かる調査審議のため，児童福祉に関する審議会その他

の合議制の機関を置くことができる（同条第３項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．２４３）

３ 誤り。都道府県は，政令の定めるところにより，児

童福祉施設（幼保連携型認定こども園を除く）を設置

しなければならない（児童福祉法第３５条第２項）。な

お，市町村は，厚生労働省令の定めるところにより，

あらかじめ，厚生労働省令で定める事項を都道府県知

事に届け出て，児童福祉施設を設置することができる

（同条第３項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．９１）

４ 誤り。婦人保護施設の措置権者は都道府県知事であ

り，都道府県は，都道府県の設置する婦人保護施設の

設備に要する費用，都道府県の行う収容保護及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用，婦人相談所の行う一

時保護に要する費用などを支弁する（売春防止法第３８

条第１項各号）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．８０）

５ 正しい。老人福祉法第２１条第２号の規定により，市

町村による養護老人ホームへの入所措置に要する費用

は，市町村が支弁する。居宅における介護等の措置（老

人福祉法第１０条の４第１項第１号から第６号まで）及

び老人ホームへの入所等の措置（同法第１１条第１項第

１号から第３号まで及び第２項）に係る費用は，市町

村が支弁する（同法第２１条各号）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．８０）

問題 ４３ 正答 ２，３

１ 誤り。消費税法改正による税率の引き上げは，社会

保障・税の一体改革によるもので，同改革の最大の柱

は，社会保障財源を確保するための消費税率の引上げ

にある（「社会保障・税一体改革大綱」平成２４年２月

１７日閣議決定）。三位一体の改革とは，２００２年（平成

１４年）から取り組まれた，国庫補助金の整理，税財源

の移譲，地方交付税交付金の見直しを指す。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３８～３９）

２ 正しい。２０１９年（令和元年）１０月１日より，消費税

率（国税）は６．３％から７．８％に（消費税法第２９条），

地方消費税率は１．７％から２．２％となり（地方税法第７２

条の８３），両者を合わせた標準税率が１０．０％に引き上

げられる。軽減税率が適用される場合には，消費税率

（国税）６．２４％（所得税法等の一部を改正する法律（平

成２８年法律第１５号）附則第３４条），地方消費税率１．７６％

の８．０％となる。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３９～４０）

３ 正しい。２０１３年（平成２５年）１０月１日から２０１９年（平

成３１年）３月３１日までの間に締結された有料老人ホー

ムに係る終身入居契約であって，２０１９年（令和元年）

９月３０日までに介護サービスが提供されている場合に

は，２０１９年（令和元年）１０月１日以降も入居一時金に

対応する介護サービスについては旧税率が適用され

る。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３９～４０）

４ 誤り。消費税には累進性がなく，逆進性により低所

得層ほど税の負担が大きくなる。課税対象が増えるほ

ど高い税率を課すという，累進性による課税方式で代

表的な税制に所得税がある。一方，高所得層ほど可処

分所得に占める消費支出の割合は低く，消費税では高

所得層の可処分所得に対する税の割合が低くなる逆進

性が生じる。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３９～４０）

５ 誤り。軽減税率は個人の所得の多寡ではなく，飲食

料品と新聞の購入に対して実施されるもので，消費税

率（国税）と地方消費税率を合わせた税率が８．０％と

なる。飲食料品とは酒類を除く食品表示法に規定する

食品であり，外食などは対象とならない。また，新聞

の軽減税率は定期購読契約に基づくものが対象であ

る。

福祉行財政と福祉計画
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（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３９～４０）

問題 ４４ 正答 ５

１ 誤り。所の長の指揮監督を受けて，援護，育成又は

更生の措置を要する者等の家庭を訪問し，又は訪問し

ないで，これらの者に面接し，本人の資産，環境等を

調査し，保護その他の措置の必要の有無及びその種類

を判断し，本人に対し生活指導を行う等の事務をつか

さどるのは，福祉事務所の査察指導員ではなく，現業

員である（社会福祉法第１５条第４項）。査察指導員は，

所の長の指揮監督を受けて，現業事務の指導監督をつ

かさどる（同条第３項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．１００～１０１）

２ 誤り。市及び町村は，その設置する福祉事務所に身

体障害者福祉司を置くことができる（身体障害者福祉

法第１１条の２第２項）。都道府県は，その設置する身

体障害者更生相談所に，身体障害者福祉司を置かなけ

ればならない（同条第１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．１０１～１０２）

３ 誤り。地域包括支援センターが担当する区域の第一

号被保険者数がおおむね３０００人以上６０００人未満ごとに

置くべき専任の常勤職員数は，原則として，①保健

師，②社会福祉士，③主任介護支援専門員それぞれ１

人である（いずれも「その他これに準ずる者」でも可）。

ただし，第一号被保険者の数が３０００人未満の場合など

では，三者を必置とはされない（介護保険法施行規則

第１４０条の６６第１項第１号ロ）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．９６）

４ 誤り。都道府県の知的障害者福祉司は，知的障害者

更生相談所の長の命を受けて，市町村の更生援護の実

施に関し，市町村相互間の連絡及び調整，市町村に対

する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこ

れらに付随する業務を行うことや，知的障害者に関す

る相談及び指導のうち，専門的な知識及び技術を必要

とする業務を行う（知的障害者福祉法第１３条第３項第

１号及び第２号）。市町村の知的障害者福祉司は，福

祉事務所の長の命を受けて，知的障害者の福祉に関

し，福祉事務所の所員に対する技術的指導や，知的障

害者の福祉に関する相談に応じ，必要な調査及び指導

を行うこと並びにこれらに付随する業務のうち，専門

的な知識及び技術を必要とする業務を行う（同条第４

項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．１０２）

５ 正しい。都道府県は，その設置する児童相談所に，

児童福祉司を置かなければならない（児童福祉法第１３

条第１項）。また，同条第３項で，児童福祉司は，都

道府県知事の補助機関である職員とされ，任用資格と

して，医師（同項第３号）や社会福祉士（同項第４号）

などが挙げられている。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．９２～９３）

問題 ４５ 正答 ４

１ 誤り。目的別歳出額の構成比で最も大きな割合を占

める社会保障関係費は，２００７年度（平成１９年度）の

２７．９％から２０１７年度（平成２９年度）には３４．６％と６．７

ポイント増加した。ただし，前年度との比較では２０１２

年度（平成２４年度）は横ばい，２０１３年度（平成２５年度）

は０．９ポイント減であった。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．７１～７３）

２ 誤り。目的別歳出純計決算額の構成比は民生費が

２６．５％で最も大きな割合を占めるが，団体種類別にみ

ると，市町村では３６．５％で最も大きな割合を占めるの

に対し，都道府県の民生費は１６．３％で教育費の２０．２％

を下回る。市町村は，児童福祉，生活保護に関する事

務など社会福祉事務の比重が高く，都道府県は，市町

村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担しているた

めである。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．７４～７７）

３ 誤り。歳入純計決算額の構成比は地方税が３９．４％で

最も大きな割合を占め，団体種類別にみても都道府県

（４０．４％），市町村（３２．４％）ともに最も大きな割合

を占める。都道府県では，以下，地方交付税（１７．０％），

国庫支出金（１１．９％）の順となり，市町村では，国庫

支出金（１５．８％），地方交付税（１３．６％）の順となる。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．７４～７７）

４ 正しい。民生費の目的別の内訳をみると，都道府県

では，老人福祉費（３９．６％），社会福祉費（３２．１％），

児童福祉費（２１．４％），災害救助費（３．８％）の順とな

り，市町村では，児童福祉費（３７．５％），社会福祉費

（２６．０％），老人福祉費（１８．０％），生活保護費（１７．９％）

の順となる。なお，純計では，児童福祉費（３２．８％），

社会福祉費（２６．５％），老人福祉費（２４．２％），生活保

護費（１５．４％）の順である。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．７４～７７）

５ 誤り。老人福祉費の構成比は４０％前後で推移してお

り，２０１７年度（平成２９年度）は３９．６％であった。構成

比が最大であったのは２００９年度（平成２１年度）の

４４．９％で，最小は２００７年度（平成１９年度）の３８．２％と

２６



なる。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．７４～７７）

問題 ４６ 正答 ４

１ 誤り。介護保険事業計画は地方自治体が主体となっ

て策定されるものであり，内閣総理大臣は介護保険事

業計画を策定しない。介護保険事業計画を定めなけれ

ばならないのは市町村であり（介護保険法第１１７条第

１項），また都道府県は介護保険事業支援計画を定め

なければならない（同法第１１８条第１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３０～３１，pp．１７５～１７６）

２ 誤り。都道府県に対し，都道府県老人福祉計画の作

成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な

技術的事項について必要な助言をすることができるの

は，内閣総理大臣ではなく，厚生労働大臣である（老

人福祉法第２０条の１０第２項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．３０，pp．１７３～１７５）

３ 誤り。障害福祉計画は地方自治体が主体となって策

定されるものであり，内閣総理大臣は障害福祉計画の

案を作成しない。内閣総理大臣が案を作成し，閣議の

決定を求めなければならないのは，障害者基本計画で

ある（障害者基本法第１１条第４項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．３２，p．２０５）

４ 正しい。内閣総理大臣は，市町村又は都道府県が定

める子ども・子育て支援事業（支援）計画の基本指針

を定めなければならない。子ども・子育て支援事業の

主務大臣は内閣総理大臣であり，基本指針を定める義

務は内閣総理大臣にある（子ども・子育て支援法第６０

条第１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．３３，p．２３０）

５ 誤り。地域福祉計画，地域福祉支援計画に関して，

内閣総理大臣や厚生労働大臣など国が定める基本指針

はない。地域福祉計画は高齢者，障害者，児童を対象

とする分野別福祉計画とは役割や性格が異なり，地域

主権社会へ対応する計画であり，策定は義務ではなく

努力義務である（社会福祉法第１０７条第１項及び第１０８

条第１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．２４５～２４９）

問題 ４７ 正答 ２，４

１ 誤り。「ニーズ推計」は福祉関係八法の改正で法制

化された老人保健福祉計画で全面的に取り入れられた

後，介護保険事業計画，障害福祉計画，次世代育成支

援行動計画などその他の福祉計画でも用いられるよう

になった。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．１４３～１４４）

２ 正しい。「コスト・パフォーマンス評価」には，プ

ログラムによってもたらされた社会便益が金額によっ

て明らかにできる場合の「費用－便益分析」と，利用

者の満足感のような，金額によって表すことのできな

いものを評価する場合の「費用－効果分析」がある。

（永田祐・岡田忠克編『よくわかる福祉行財政と福祉計画』ミネルヴァ
書房，２０１８年，pp．１２４～１２７）

３ 誤り。市町村介護保険事業計画は，当該市町村の区

域における要介護者等の人数，要介護者等の介護給付

等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない（介護保険法第１１７

条第４項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．１７６～１９３）

４ 正しい。市町村は，市町村障害福祉計画を定め，又

は変更しようとするときは，障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支

援法）第８８条第２項に規定する事項について，あらか

じめ都道府県の意見を聴かなければならない（障害者

総合支援法第８８条第１１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．２１９～２２５）

５ 誤り。市町村又は都道府県が策定した地域福祉（支

援）計画を定期的に調査，分析及び評価を行うよう努

めなければならないのは，計画を策定した市町村又は

都道府県自身であり（社会福祉法第１０７条第３項，第

１０８条第３項），厚生労働大臣ではない。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．２５４～２５５）

問題 ４８ 正答 ３

１ 誤り。児童育成計画は，１９９４年（平成６年）に発表

されたエンゼルプラン（今後の子育て支援のための施

策の基本的方向について）を受けて策定が開始され

た。子ども・子育て支援法に基づき策定が義務化され

たのは，市町村が策定する子ども・子育て支援事業計

画と，都道府県が策定する子ども・子育て支援事業支

援計画である（子ども・子育て支援法第６１条第１項及

び第６２条第１項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．２２７，p．２３０）

２ 誤り。２０１４年（平成２６年）の次世代育成支援対策推

進法の改正によって翌２０１５年（平成２７年）４月から特

例認定制度が創設された。特例認定（プラチナくるみ

ん認定）を受けた企業は行動計画の策定・届出の代わ

りに「次世代育成支援対策の実施状況」について公表

福祉行財政と福祉計画
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することとなったが，一般事業主行動計画は廃止され

てはいない。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．２３２，pp．２４２～２４３）

３ 正しい。子ども・子育て支援法の制定（２０１２年（平

成２４年）制定，２０１５年（平成２７年）施行）に伴い，２０１４

年（平成２６年）に次世代育成支援対策推進法が改正さ

れ，市町村及び都道府県行動計画は，策定義務が任意

化された。市町村行動計画等については，子ども・子

育て支援事業計画と一体のものとして策定して差し支

えなく，これらの計画の策定手続についても，一体的

に処理して差し支えないとされている（行動計画策定

指針（平成２６年１１月２８日））。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，pp．３２～３３，p．２４２）

４ 誤り。市町村は，市町村子ども・子育て支援事業計

画を作成するにあたって，あらかじめ，審議会その他

の合議制の機関（「地方版子ども・子育て会議」）を設

置している場合はその意見を，設置していない場合に

は子どもの保護者その他子ども・子育て支援にかかる

当事者の意見を聴かなければならないとされている

（子ども・子育て支援法第６１条第７項）。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．２３０，p．２４３）

５ 誤り。地方版子ども・子育て会議は，子ども・子育

て支援法第７７条第１項に規定される「審議会その他の

合議制の機関」を指す。同会議は，子ども・子育て支

援法の制定時より現在に至るまで，設置が努力義務と

されている（地方版子ども・子育て会議について（平

成２５年１月））。

（『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版，p．２３０，p．２４３）
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社会保障

問題 ４９ 正答 １

１ 正しい。スピーナムランド制度により賃金補助が行

われ，労働者にまで救済対象が拡大した。しかし，雇

用主による賃金の切り下げや税負担の増大という大き

な問題が生じ，その後の新救貧法の成立の一因となっ

た。

（『新・社会福祉士養成講座⑫社会保障（第６版）』中央法規出版，２０１９
年（以下『社会保障』中央法規出版），p．１９）

２ 誤り。ベヴァリッジ報告とも呼ばれる「社会保険及

び関連サービス」は，第二次世界大戦中の１９４２年に出

されている。イギリスは，戦争中から社会保障制度に

よる福祉国家の実現に努めていた。

（『社会保障』中央法規出版，p．２３）

３ 誤り。ドイツでは，他国に先んじて１８８３年に疾病保

険法が制定された。その後，イギリスでもドイツに

倣って社会保険制度を導入しようとする機運が高ま

り，１９１１年にイギリスで最初の社会保険制度である国

民保険法が成立した。

（『社会保障』中央法規出版，pp．２０～２１）

４ 誤り。戦前より農業従事者の保健医療水準向上の必

要性が唱えられており，１９２２年（大正１１年）に成立し

た職工を対象とした健康保険制度に続き，１９３８年（昭

和１３年）に農業従事者を対象とした国民健康保険法が

成立した。

（『社会保障』中央法規出版，p．２７）

５ 誤り。福祉元年では在宅サービスの導入と拡大では

なく，年金給付の向上と老人医療費の無料化（高齢者

の自己負担部分の無料化）が行われた。在宅サービス

の導入と拡大は，１９９０年（平成２年）の福祉関係八法

の改正によるものである。

（『社会保障』中央法規出版，pp．３０～３２）

問題 ５０ 正答 ２

１ 誤り。法人事業所については，従業員数にかかわら

ず厚生年金の強制適用事業所となる。強制適用事業所

は，常時従業員を使用する法人の事業所及び船舶，常

時５人以上の従業員を使用する一定の業種の事業所で

ある。

（『社会保障』中央法規出版，p．１０８）

２ 正しい。記述の通り，老齢基礎年金は全額が支給さ

れる。また，報酬と老齢厚生年金（報酬比例部分）の

合計額が４７万円を超えた場合には，報酬の増加２に対

して老齢厚生年金金額１が支給停止される。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１１０～１１１）

３ 誤り。雇用保険の失業等給付（基本手当）を受給し

ている場合，年金は半額支給ではなく，全額支給停止

となる。また，高年齢雇用継続給付を受給している間

は，標準報酬月額の６％相当額を限度に年金が支給停

止となる。

（『社会保障』中央法規出版，p．１１１）

４ 誤り。６５歳以降は，遺族厚生年金と老齢基礎年金の

２つを併給できる。２００７年（平成１９年）４月１日以降

に受給権が発生した者については，老齢厚生年金を全

額支給し，①遺族厚生年金全額，又は，②老齢厚生年

金の２分の１及び遺族厚生年金の３分の２を足した

額，との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに

なっている。

（『社会保障』中央法規出版，p．１１５）

５ 誤り。２００３年（平成１５年）４月より，賞与（ボーナ

ス）を一般保険料の賦課対象とするとともに，給付に

も反映させる総報酬制を取っているため，記述は誤り

である。保険料の賦課対象額は，１回の支給につき１５０

万円の上限がある。

（『社会保障』中央法規出版，p．１１６）

問題 ５１ 正答 ３，５

１ 誤り。離婚時，厚生年金の分割を行う場合は，当事

者の合意，又は裁判所の決定が必要となるため誤りで

ある（厚生年金保険法第７８条の２）。

（『社会保障』中央法規出版，p．９２）

２ 誤り。離婚時の厚生年金の分割割合は，婚姻期間中

の夫婦の保険料納付記録の合計の２分の１を限度とす

るため誤りである（厚生年金保険法第７８条の３）。

（『社会保障』中央法規出版，p．９２）

３ 正しい。Ｆさんは第２号被保険者であるＧさんの被

扶養配偶者で２０歳以上６０歳未満の者であるため，国民

年金の第３号被保険者となる。第３号被保険者は，性

別は要件となっていないことに注意が必要である（国

民年金法第７条）。

（『社会保障』中央法規出版，p．９９）

４ 誤り。Ｇさんは厚生年金制度の被保険者となるた

め，第２号被保険者となる。今後，仕事をやめた場合

社会保障
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には第１号被保険者，仕事をやめた状態で第２号被保

険者の被扶養配偶者となれば第３号被保険者となる

（国民年金法第７条）。

（『社会保障』中央法規出版，p．９９）

５ 正しい。離婚した場合や分割を適用することが必要

な事情がある場合，第３号被保険者期間の厚生年金の

分割は，２００８年（平成２０年）４月１日以後の期間が対

象となる。この制度は，保険料を第２号被保険者と第

３号被保険者が協働で負担したという認識によるもの

である（厚生年金保険法第７８条の１３）。

（『社会保障』中央法規出版，p．９３）

問題 ５２ 正答 １

１ 正しい。以前は，適用事業所に使用される者は年齢

にかかわらず健康保険の被保険者となったが，後期高

齢者医療制度の創設後，７５歳以上の者は健康保険から

離脱することになった。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１４９～１５０）

２ 誤り。市町村国民健康保険では，加入者はすべて被

保険者となり，保険料は世帯単位で，世帯主が負担を

する。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１４１～１４４）

３ 誤り。患者の一部負担金が過重なものにならないよ

うにするため，１か月の自己負担額が限度額を超える

と，超えた分が「高額療養費」として払い戻される。

この自己負担の限度額は，所得水準に応じた一定の算

式で算定される。

（『社会保障』中央法規出版，p．１３８）

４ 誤り。健康保険事業を行うための費用は，保険料，

国庫負担及び患者の一部負担金により賄われている。

（『社会保障』中央法規出版，p．１３９）

５ 誤り。国民健康保険においても，被用者保険と同様

に被保険者の死亡に関しては，埋葬費の支給を行うこ

ととされている。

（『社会保障』中央法規出版，p．１４２）

問題 ５３ 正答 ４

１ 誤り。雇用保険に基づく給付である。一般被保険者

が１歳（支給対象期間の延長に該当する場合は２歳）

未満の子を養育するために育児休業を取得した場合，

一定の支給要件を満たすときに支給される（雇用保険

法第６１条の４）。

（『社会保障』中央法規出版，p．２０６）

２ 誤り。労働者災害補償保険に基づく給付である。業

務災害又は通勤災害による傷病にかかる療養のため労

働することができず，賃金を受けられない日が４日以

上に及ぶ場合に，休業４日目から支給される（労働者

災害補償保険法第１４条）。

（『社会保障』中央法規出版，p．１９４）

３ 誤り。傷病手当金は，被保険者が療養のため労務不

能となり給与が支給されない場合，休業４日目から１

年６か月を限度に支給されるもので，その額は，休業

１日につき標準報酬日額の３分の２に相当する額であ

る（健康保険法第９９条）。

（『社会保障』中央法規出版，p．１３７）

４ 正しい。産休中の給与は基本的には支給されないた

め，健康保険から所得保障をするものとして出産手当

金の制度がある。出産手当金は，出産日（出産が予定

日以後の時は予定日）以前４２日間，出産日後５６日間を

限度として，１日につき標準報酬日額の３分の２に相

当する額が支払われる（健康保険法第１０２条）。

（『社会保障』中央法規出版，p．１３８）

５ 誤り。被保険者が出産した時は「出産育児一時金」

が，被扶養者が出産した時は「家族出産育児一時金」

が，出産に要する経済的負担を軽減するために支給さ

れる。支給額は，原則４２万円である（健康保険法第１０１

条）。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１３７～１３８）

問題 ５４ 正答 ３

１ 誤り。２０１６年度（平成２８年度）の社会保障給付費を

部門別にみると，「年金」が５４兆３７７０億円（４６．５％）

と最も高い。なお，「医療」は３８兆３９６５億円（３２．８％），

「福祉その他」が２４兆１２９１億円（２０．６％）である。

（国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計（平成２８年度）」
（http : //www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h28/fsss_h28.asp）（以下「社
会保障費用統計」））

２ 誤り。２０１６年度（平成２８年度）の社会保障財源の総

額は１３４兆９１７７億円であり，対前年度増加率は９．０％の

増加となった。項目別割合をみると，社会保険料が

５１．１％と最も高い。なお，公費負担は３５．４％，他の収

入が１３．６％となっている。

（「社会保障費用統計」）

３ 正しい。２０１６年度（平成２８年度）の社会保障給付費

を機能別にみると「高齢」が全体の４７．５％で最も大き

く，ついで「保健医療」が３１．４％，「家族」（５．９％），

「遺族」（５．６％），「障害」（３．７％），「生活保護その他」

（３．４％），「失業」（１．２％），「労働災害」（０．８％），「住

宅」（０．５％）の順となっている。
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（「社会保障費用統計」）

４ 誤り。私的部門により運営されるが法令により定め

られた社会的支援は，義務的私的社会支出に分類され

る。OECD（経済協力開発機構）の基準では，公的社

会支出・義務的私的社会支出の２つに費用を分けてお

り，社会保障費用統計においては，２つの費用を社会

支出の範囲として集計している。

（「社会保障費用統計」巻末参考資料（http : //www.ipss.go.jp/ss-cost
/j/fsss-h28/4/H28-1-yogo.pdf））

５ 誤り。２０１６年度（平成２８年度）の社会支出（OECD

基準）の総額は１１９兆６３８４億円であり，１人当たりの

社会支出は９４万２５００円となっている。また，１世帯当

たりでは２３２万７３００円である。

（「社会保障費用統計」）

問題 ５５ 正答 ５

１ 誤り。一般被保険者に対する求職者給付（基本手当）

は，被保険者期間を満たしていれば受給できる。自己

都合による退職について受給要件の制限はない。

（『社会保障』中央法規出版，p．２０２）

２ 誤り。雇用保険に関する事務は，公共職業安定所が

扱っている。公共職業安定所が扱う事務として，雇用

保険のほか，職業紹介，雇用促進のための助成金支給

等がある。なお，労働基準監督署では，労災保険，労

働災害防止，労働基準法の運用等に関する事務を行っ

ている。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１８８～１８９）

３ 誤り。労働者災害補償保険の保険料負担は全額事業

主のみで，労働者（被保険者）には課されない。本来，

業務災害に対する補償の責任は全面的に事業主にある

ためである。こうした考え方は，１９４７年（昭和２２年）

の労災保険法と同時に施行された労働基準法（第７５

条）に明記されている。

（『社会保障』中央法規出版，pp．１８９～２００）

４ 誤り。労働者災害補償保険制度の保険者は，国（政

府）である。また，雇用保険制度の保険者も，同様に

国（政府）である。労災保険と雇用保険を１つの保険

関係（労働保険制度）として，国（政府）が管掌し取

り扱うのが原則となっている。

（『社会保障』中央法規出版，p．１８８）

５ 正しい。労働者災害補償保険の労災保険率は，事業

によって業務災害のリスクが異なることから，事業の

種類ごとに定められており，２０１８年度（平成３０年度）

においては５４業種について最高１０００分の８８（金属鉱

業，石炭鉱業等）から最低１０００分の２．５（放送，出版，

金融業等）の範囲となっている。

（『社会保障』中央法規出版，p．２００）

社会保障
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障害者に対する支援と障害者自立支援制度

問題 ５６ 正答 ３

１ 誤り。１９４９年（昭和２４年）に成立したのは身体障害

者福祉法である。身体障害者福祉法は，第二次世界大

戦直後に成立した。この法律の成立の背景には，戦争

により急増した身体障害者への対応が政府の当面の課

題であったことがあげられる。

（『新・社会福祉士養成講座⑭障害者に対する支援と障害者自立支援
制度（第６版）』中央法規出版，２０１９年（以下『障害者に対する支援
と障害者自立支援制度』中央法規出版），p．２）

２ 誤り。１９６０年（昭和３５年）に制定されたのは知的障

害者福祉法（当時は精神薄弱者福祉法）である。第二

次世界大戦直後，知的障害の問題は知的障害のある戦

争孤児，浮浪児等への対策が中心であった。そのた

め，１９４７年（昭和２２年）に成立した児童福祉法におい

て，知的障害児への対応が盛り込まれた。その後，児

童福祉法によって整備された施設において，１８歳以上

の知的障害者が増加する結果になるが，その課題に対

応する法律が整備されていなかったことから，知的障

害者福祉法が制定された。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．３）

３ 正しい。２００３年（平成１５年）に施行された支援費制

度は，社会福祉基礎構造改革の一環として整備された

ものである。社会福祉基礎構造改革の理念は，①サー

ビス利用者と提供者の対等な関係の確立，②多様な

サービス提供主体の参入促進，③市場原理によるサー

ビスの質と効率化の向上の３点があげられる。また，

③のための基盤整備として，情報公開や第三者による

サービスの評価が求められるようになった。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１０）

４ 誤り。２００６年（平成１８年）に施行された障害者自立

支援法は，障害種別ごとに分かれていたサービス体系

から，新たなサービス体系へと転換した。新たなサー

ビス体系では，介護給付，訓練等給付，地域生活支援

事業といった給付内容により整備された。例えば，知

的障害者の２４時間の生活をある程度の集団で支援する

サービスとして，知的障害者更生施設というサービス

があった。障害者自立支援法において，同様なサービ

スとしては生活介護（日中）と施設入所支援（夜間）

を組み合わせたものが該当すると考えられる。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．１１
～１２）

５ 誤り。２００９年（平成２１年）に設置された障がい者制

度改革推進会議（以下，推進会議）は，当事者委員が

委員数の半数を占めるものであった。推進会議では，

障害者の権利に関する条約の批准，国内法の整備，障

害者基本法の抜本的な改正，障害者差別禁止法等の案

件について検討が行われた。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１２）

問題 ５７ 正答 ３

１ 誤り。重度訪問介護は，常時介護を必要とする障害

者に対して，入浴，排泄，食事の介護，外出時の介護

を総合的に提供するものである（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）第５条第３項）。知的障害又は精神障害に

より行動上著しい困難を有し，常時介護を必要とする

障害児・者に対して，行動する際に生じる危険を回避

するために必要な援護が提供されるのは行動援護であ

る（同条第５項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１１２～１１３）

２ 誤り。療養介護は，主に昼間に，病院や施設で機能

訓練，療養上の管理，看護，医学的管理のもとで介

護，日常生活上の世話を提供するものである（障害者

総合支援法第５条第６項）。主に昼間に障害者支援施

設等で入浴，排泄，食事の介護，創作的活動又は生産

活動の機会が提供されるのは生活介護である（同条第

７項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１１３～１１４）

３ 正しい。重度障害者等包括支援は，介護の必要度が

著しく高い場合に，居宅介護等を包括的に提供するも

のである（障害者総合支援法第５条第９項）。利用対

象者は障害支援区分が区分６に該当し，常時介護を必

要とする意思疎通に著しい困難を有する障害児・者と

なる。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１１４）

４ 誤り。就労移行支援は，一般就労を希望する６５歳未

満の障害者に対して，一定期間，生産活動等の機会を

提供することによって就労に必要な知識や能力の向上

を図る訓練等を行うものである（障害者総合支援法第

５条第１３項）。通常の事業所に雇用されることが困難

な障害者に対して，就労の機会や生産活動等の機会を

提供することによって，その知識や能力の向上を図る
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訓練等が行われるのは就労継続支援である（同条第１４

項）。就労継続支援には，Ａ型（雇用型）とＢ型（非

雇用型）の２つがある。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１１６）

５ 誤り。自立生活援助は，障害者支援施設やグループ

ホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害

者や精神障害者などについて，本人の意思を尊重した

地域生活を支援するため，一定の期間にわたり，定期

的な巡回訪問や随時の対応により，障害者の理解力，

生活力等を補う観点から，適宜のタイミングで適切な

支援を行うサービスである（障害者総合支援法第５条

第１６項）。障害者に対して，自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるように，一定期間，身体機

能又は生活能力の向上のための訓練等を提供するのは

自立訓練である（同条第１２項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１１５～１１７）

問題 ５８ 正答 ３

１ 適切でない。障害者の意思を尊重した意思決定支援

の定義や意義，標準的なプロセスや留意点を取りまと

めた「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援

ガイドライン」が厚生労働省により２０１７年（平成２９年）

に作成された。このガイドラインでは，意思決定支援

とは，「自ら意思を決定することに困難を抱える障害

者が，（中略）可能な限り本人が自ら意思決定できる

よう支援し，（中略）支援を尽くしても本人の意思及

び選好の推定が困難な場合には，最後の手段として本

人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う

支援の行為及び仕組み」とされている。Ｊさんの意思

が不明確であるからといって現状を維持することは，

「親亡き後」への不安を感じているＪさんの両親の

ニーズに対応していない。また，本人の意思及び選好

の指定が困難な場合には，最後の手段として事業所の

職員が行う支援の行為と職員の関与も含まれている意

思決定支援の考え方からすると，適切とはいえない。

（厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン」）

２ 適切でない。ガイドラインでは，「障害者への支援

の原則は自己決定の尊重であることを前提として」い

ると示されている。そのため，Ｊさん本人の意思を確

認することはなく，両親の意向を斟酌して誘導するこ

とは，適切とはいえない。

（厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン」）

３ 適切。ガイドラインには，「本人の自己決定や意思

確認がどうしても困難な場合は，本人をよく知る関係

者が集まって，本人の日常生活の場面や事業者のサー

ビス提供場面における表情や感情，行動に関する記録

などの情報に加え，これまでの生活史，人間関係等さ

まざまな情報を把握し，根拠を明確にしながら障害者

の意思及び選好を推定する」とあり，適切である。

（厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン」）

４ 適切でない。ガイドラインには，「住まいの場を選

択する場合，選択可能な中から，障害者にとって自由

の制限がより少ない方を選択する」とあり，Ｊさんの

生命・身体の安全を，住まいの選択の際の唯一の観点

ととらえることは適切でない。

（厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン」）

５ 適切でない。ガイドラインでは，「意思決定支援責

任者については，相談支援専門員又はサービス管理責

任者とその役割が重複するものであり，これらの者が

兼務することが考えられる」と，必ずしも相談支援専

門員と別に，意思決定支援責任者を配置する必要性は

ないことが示されている。また，相談の継続性の観点

からも，この時点で意思決定支援責任者を別に配置し

て，Ｊさんに対するすべての対応を任せるということ

は適切とはいえない。

（厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン」）

問題 ５９ 正答 ２，４

１ 誤り。介護給付費，訓練等給付費，地域相談支援給

付費，自立支援医療費（更生医療及び育成医療）及び

補装具費等の支給決定は，市町村が行う（障害者総合

支援法第１９条，第５１条の５，第５２条，第７６条）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１８０）

２ 正しい。２０１４年（平成２６年）６月の地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（地域主権一括法）により，

指定都市の区域に所在する指定事業者等の業務管理体

制に関する届出，報告等，勧告・命令等に関する事務

は都道府県知事から指定都市の長に移譲された（障害

者総合支援法第５１条の２第２項第２号）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
p．１８４）

３ 誤り。身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相

談所を設置しなければならないのは，都道府県である

（身体障害者福祉法第１１条第１項，知的障害者福祉法

障害者に対する支援と障害者自立支援制度
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第１２条第１項）。なお，身体障害者更生相談所には身体

障害者福祉司，知的障害者更生相談所には知的障害者

福祉司をおかなければならない（身体障害者福祉法第

１１条の２第１項，知的障害者福祉法第１３条第１項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．１８５
～１８６）

４ 正しい。精神通院医療については，都道府県が支給

認定を行うが，市町村を経由して，都道府県に支給認

定の申請を行うことができる（障害者総合支援法第５３

条第２項）。また，認定及び却下についても市町村を

経由して行う。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１３３）

５ 誤り。指定障害福祉サービス事業者，指定障害者支

援施設及び指定一般相談支援事業者の指定を行うのは

都道府県知事である。政令指定都市市長及び中核市市

長もこれらの指定を行う（障害者総合支援法第２９条，

第５１条の１４）。指定特定相談支援事業者の指定は市町

村長が行う（障害者総合支援法第５１条の１７第１項第１

号）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１７６）

問題 ６０ 正答 ４

１ 誤り。身体障害者福祉法施行規則第５条には，身体

障害者手帳に記載すべき事項として，障害名及び障害

の級別が示されている。身体障害者福祉法施行規則の

別表第５号には，身体障害者障害程度等級表が記載さ

れており，障害の程度が最も重い障害等級１級から７

級まで詳細に区分されているが，実際の身体障害者手

帳に記載されるのは１級から６級までの級別である。

７級については肢体不自由のみあり，２つ以上重複す

る場合に６級となる。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．４９
～５０）

２ 誤り。身体障害者手帳の交付を行うのは都道府県知

事（指定都市・中核市市長を含む（以下同じ））であ

る。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．４９
～５０）

３ 誤り。身体障害者が，障害者総合支援法に基づく障

害福祉サービスを利用する場合，身体障害者手帳を必

要とする。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．４９）

４ 正しい。身体障害者手帳の申請手続きについては，

都道府県知事が指定した医師の診断書（意見書を含

む）を添えて居住地の市町村が設置する福祉事務所の

長（福祉事務所を設置しない町村は町村長）を経由し

て，都道府県知事に交付申請を行う（身体障害者福祉

法第１５条第１項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．４９
～５０）

５ 誤り。身体障害者手帳の交付を行うのは，都道府県

知事である。したがって，障害が身体障害者福祉法の

別表に掲げるものに該当しないと認めるには，地方社

会福祉審議会に諮問しなければならないのは都道府県

知事である。なお，地方社会福祉審議会に諮問して

も，なお疑いがある場合は厚生労働大臣に認定を求め

る。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．５０）

問題 ６１ 正答 １

１ 正しい。医学の進歩を背景として，NICU等に長期

入院した後，引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用

し，たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的

に必要な障害児が増えている。こうした障害児を医療

的ケア児という。２０１６年（平成２８年）の児童福祉法改

正により，第５６条の６第２項において，「地方公共団

体は，人工呼吸器を装着している障害児その他の日常

生活を営むために医療を要する状態にある障害児が，

その心身の状況に応じた適切な保健，医療，福祉その

他の各関連分野の支援を受けられるよう，保健，医

療，福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連

絡調整を行うための体制の整備に関し，必要な措置を

講ずるように努めなければならない」とされた。

（厚生労働省「医療的ケア児等とその家族への支援施策」）

２ 誤り。選択肢の説明は，医療型児童発達支援にあた

る。医療型児童発達支援とは，上肢，下肢又は体幹の

機能の障害のある児童につき，医療型児童発達支援セ

ンター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研

究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置す

る医療機関であって厚生労働大臣が指定するものに通

わせ，児童発達支援及び治療を行うものをいう（児童

福祉法第６条の２の２第３項）。なお，児童発達支援

とは，障害児につき，児童発達支援センターその他の

厚生労働省令で定める施設に通わせ，日常生活におけ

る基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活へ

の適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与

することをいう（同条第２項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１７２～１７３）

３ 誤り。選択肢の説明は，保育所等訪問支援にあたる

内容である。保育所等訪問支援とは，保育所その他の
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児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定め

るものに通う障害児につき，当該施設を訪問し，当該

施設における障害児以外の児童との集団生活への適応

のための専門的な支援その他の便宜を供与することを

いうとされる（児童福祉法第６条の２の２第６項）。

なお，放課後等デイサービスは，学校教育法第１条に

規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学して

いる障害児につき，授業の終了後又は休業日に児童発

達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に

通わせ，生活能力の向上のために必要な訓練，社会と

の交流の促進その他の便宜を供与することをいう（同

条第４項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．１７３）

４ 誤り。児童発達支援センターには，児童発達支援管

理責任者を配置し，個別支援計画の作成や提供した支

援の評価を行うこととされている。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１７３～１７４）

５ 誤り。児童発達支援センターには，福祉型児童発達

支援センターと医療型児童発達支援センターがある

（児童福祉法第４３条）。なお，障害児入所施設にも福

祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに併せて

治療を行う「医療型」がある（同法第４２条）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，
pp．１７２～１７３）

問題 ６２ 正答 １

１ 正しい。障害者虐待の防止，障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律（障害者虐待防止法）における

障害者とは，障害者基本法第２条第１号に規定する障

害者をいい，「身体障害，知的障害，精神障害（発達

障害含む。）その他の心身の機能の障害がある者であっ

て，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であ

る。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．６３）

２ 誤り。児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防

止法）は２０００年（平成１２年）公布，同年１１月に施行，

高齢者に対する虐待の防止，高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）は２００５年（平

成１７年）に公布，２００６年（平成１８年）に施行された。

障害者虐待防止法は２０１１年（平成２３年）に公布，２０１２

年（平成２４年）に施行された。そのため，児童虐待防

止法，高齢者虐待防止法，障害者虐待防止法の順に施

行された。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．６３）

３ 誤り。養護者による虐待を受けたと思われる障害者

を発見した場合，すみやかに市町村に通報しなければ

ならない（障害者虐待防止法第７条）。しかし，市町

村は都道府県に報告する義務はない。一方，障害者福

祉施設従事者等による虐待の通報又は届出を受けた場

合は，市町村は都道府県に報告しなければならない

（同法第１７条）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，pp．６４
～６６）

４ 誤り。２０１７年度（平成２９年度），市町村・都道府県

における障害者虐待の相談・通報件数で最も多かった

のは，養護者による虐待であった（４６４９件）。このほ

かの障害者福祉施設従事者等による虐待は２３７４件，使

用者による虐待は６９１件であった。

（厚生労働省「平成２９年度『障害者虐待の防止，障害者の養護者に対
する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果報告
書」p．３，p．１２，p．２２）

５ 誤り。障害者虐待防止法では，身体的虐待，性的虐

待，ネグレクト，心理的虐待，経済的虐待の５つを虐

待行為として定めている（同法第２条第６項～第８

項）。

（『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版，p．６４）

障害者に対する支援と障害者自立支援制度
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低所得者に対する支援と生活保護制度

問題 ６３ 正答 ４

１ 誤り。生活困窮者とは，「就労の状況，心身の状況，

地域社会との関係性その他の事情により現に経済的に

困窮し，最低限度の生活を維持することができなくな

るおそれのある者」をいう（生活困窮者自立支援法第

３条第１項）。生活保護受給者は，ここに含まれない。

２ 誤り。就労準備支援事業と家計改善支援事業は任意

事業であったが，法改正により２０１８年（平成３０年）１０

月から福祉事務所設置自治体の努力義務とされている

（生活困窮者自立支援法第７条第１項）。必須事業は，

自立相談支援事業と住居確保給付金の支給である（同

法第４条）。

３ 誤り。家計改善支援事業は，生活に必要な資金の貸

付けのあっせんを行うが，貸付けそのものを行う事業

ではない。また，家計の状況の把握や家計改善の意欲

を高めることを支援するために，支援員が家計表など

を本人と一緒に作成するなどの支援を行う（生活困窮

者自立支援法第３条第５項）。

（『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度
（第５版）』中央法規出版，２０１９年（以下『低所得者に対する支援と
生活保護制度』中央法規出版），p．１７１）

４ 正しい。子どもの学習・生活支援事業は，生活困窮

者である子どもへの直接的な学習援助だけでなく，そ

の保護者に対して子どもの生活習慣や育成環境の改善

に関する助言も行う。また，子どもの進路選択等に関

する子どもや保護者からの相談にも応じ，必要な情報

提供及び助言，並びに関係機関との連絡調整を行う

（生活困窮者自立支援法第３条第７項）。

５ 誤り。原則として，生活困窮者自立支援法による自

立相談支援事業の利用が貸付けの要件となるのは，総

合支援資金と福祉資金のうちの緊急小口資金である。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，pp．１７５～
１７６）

問題 ６４ 正答 ２

１ 誤り。被保護実人員は，２０１１年度（平成２３年度）に

現行制度の下で過去最高を記録したあとも増加を続

け，２０１４年度（平成２６年度）の被保護実人員は，２１６

万５８９５人となり，過去最高を更新した。しかし，その

後は毎年減少し続けており，２０１７年度（平成２９年度）

では２１２万４６３１人となった。

（厚生労働省ホームページ「生活保護の被保護者調査（平成２９年度（月
次調査確定値））」（以下「生活保護の被保護者調査」）（https : //www.
mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2018/dl/kakutei.pdf））

２ 正しい。被保護世帯数は，２００１年度（平成１３年度）

に過去最高となり，それ以降も増加を続けている。

２０１７年度（平成２９年度）の被保護世帯数は，１６４万８５４

世帯で，前年度に比べ，３８０９世帯増加（＋０．２％）し，

過去最高を更新した。

（「生活保護の被保護者調査」）

３ 誤り。高齢者世帯は８６万４７１４世帯であり，前年度よ

り２万７６８５世帯増加している。一方，それ以外の世帯

（母子世帯，障害者・傷病者世帯及びその他の世帯）

は，いずれも前年度より減少している。

（「生活保護の被保護者調査」）

４ 誤り。２０１７年度（平成２９年度）中に保護を開始した

世帯における主な保護開始理由は，「貯金等の減少・

喪失」が３６．６％と最も多く，「傷病による」は２４．９％

である。１９９５年（平成７年）には「疾病」が７５％を超

えていたが，近年はこれまで預貯金を切り崩しながら

生活していた階層が生活保護受給者層へ流入する傾向

が顕在化しつつある。

（「生活保護の被保護者調査」）

５ 誤り。２０１７年度（平成２９年度）中に保護を廃止した

世帯における主な保護廃止理由は，「死亡」が３９．８％

と最も多く，「働きによる収入の増加・取得・働き手

の転入」は１８．１％であった。「傷病治癒」は１．０％であ

る。今後，社会全体の高齢化の進行により，「死亡」

を理由とした割合の増加と，「働きによる収入の増

加・取得・働き手の転入」を理由とした割合の減少が

予想される。

（「生活保護の被保護者調査」）

問題 ６５ 正答 ４

１ 誤り。生活保護法第２条では，「すべて国民は，こ

の法律の定める要件を満たす限り，この法律による保

護を，無差別平等に受けることができる」という無差

別平等の原理が定められている。この無差別平等と

は，生活困窮者の信条，性別，社会的身分などにより

優先的又は差別的な取扱いを行うことを否定するとと

もに，生活困窮に陥った原因による差別を否定してい

る。保護は，生活困窮に陥った理由ではなく，もっぱ

ら生活に困窮しているかどうかという経済状態に着目
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して要否が判定される。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，p．６７）

２ 誤り。保護の実施を求める権利は要保護者本人の一

身専属権とされるが，生活保護法第７条（「申請保護

の原則」）は，「保護は，要保護者，その扶養義務者又

はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものと

する。但し，要保護者が急迫した状況にあるときは，

保護の申請がなくても，必要な保護を行うことができ

る」と規定している。つまり，「本人以外」の扶養義

務者，又は扶養義務者以外の同居の親族による申請，

急迫の場合は職権による保護も認められている。

３ 誤り。生活保護法第８条第１項（「基準及び程度の

原則」）が，「保護は，厚生労働大臣の定める基準によ

り測定した要保護者の需要を基とし」と規定している

ように，生活保護基準は都道府県知事ではなく厚生労

働大臣が決定する。

４ 正しい。生活保護法第１０条（「世帯単位の原則」）は，

「保護は，世帯を単位としてその要否及び程度を定め

るものとする。但し，これによりがたいときは，個人

を単位として定めることができる」と規定している。

世帯単位の原則を貫くと，法の目的である最低生活の

保障に欠ける場合などは「世帯分離」の措置を講じ，

個人単位の保護の決定・実施をすることがある。

５ 誤り。生活保護法第４条（「保護の補足性」）は，「保

護は，生活に困窮する者が，その利用し得る資産，能

力その他あらゆるものを，その最低限度の生活の維持

のために活用することを要件として行われる」と規定

している。稼働能力がある者のうち，求職活動をして

いるが適切な職がなく就職に至っていない者は保護を

受けることができるが，求職活動をせず就職していな

い者は，保護の要件を欠き，保護を受けることができ

ない。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，p．６９）

問題 ６６ 正答 ５

１ 誤り。生活扶助の第１類費は，食費，被服費などの

個人単位で消費する生活費である。また，第２類費

は，電気代，ガス代，水道代などのように世帯全体と

してまとめて支出される経費である。

（厚生労働省ホームページ「生活扶助基準（第１類費，第２類費，加
算）」（https : //www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0930-7a1-2.html））

２ 誤り。住宅扶助は，居住する家屋の家賃，間代，地

代や補修等の住宅維持費の金銭給付によることが原則

であるが，居宅保護の想定が困難である場合や本人が

希望した場合などは，無料低額宿泊所ではなく保護施

設である宿所提供施設の利用による現物給付も可能で

ある。なお，無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業に

位置づけられる施設であり，生活保護法による保護施

設ではない。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，p．２０１）

３ 誤り。出産扶助は，出産に伴って必要となる費用

（分べんの介助，分べん前後の処置等の費用等）が原

則として金銭給付により被保護者に交付される（生活

保護法第１６条・第３５条）。なお，授産施設は，生業扶

助を行うことを主たる目的とした施設であり（同法第

３６条），身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情

により就業能力の限られている要保護者に対して，就

労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与

え，その自立を助長することを目的とする施設である

（同法第３８条第５項）。

４ 誤り。教育扶助の対象となるのは，義務教育の修学

に必要な費用である（生活保護法第１３条）。生活保護

世帯の子どもの大学等への進学率が低いことを踏ま

え，２０１８年（平成３０年）６月の生活保護法改正により，

「進学準備給付金」制度が創設されたが（同法第５５条

の５），この制度は教育扶助には含まれない。進学準

備給付金は，大学等への進学の際の新生活立ち上げの

費用として一時金を支給するものである。

（「生活保護法による進学準備給付金の支給について」（平成３０年６月
８日社援発０６０８第６号））

５ 正しい。生業扶助は，要保護者の稼働能力を引き出

し，それを助長することにより自立を図ることを目的

とする。この一環として，義務教育修了後に高等学校

などに就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的

であると認められる場合には，生業扶助において高等

学校等修学費として授業料，教材代，通学のための交

通費，学習支援費などが金銭給付される。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，pp．８７～
８８）

問題 ６７ 正答 ２

１ 誤り。被保護者の権利である「差押禁止」は，すで

に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金を差し押

さえることを禁止しているだけでなく，これらを受け

る権利を差し押さえることについても禁止している

（生活保護法第５８条）。これは，差押えにより最低生

活が維持できなくならないための規定である。

２ 正しい。被保護者には，常に能力に応じて勤労に励

み，自ら，健康の保持及び増進に努め，収入，支出そ

低所得者に対する支援と生活保護制度

３７



の他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約

を図り，その他生活の維持及び向上に努めなければな

らないという「生活上の義務」が課されている（生活

保護法第６０条）。

３ 誤り。被保護者は，生活保護法第２７条に基づく指導

又は指示に従う義務がある。この義務に違反した場

合，保護の実施機関は保護の変更，停止又は廃止をす

ることができるが，即時ではなく被保護者に弁明の機

会を与えるなどの手続きが必要である（生活保護法第

６２条）。

４ 誤り。被保護者が急迫の場合等に資力があるにもか

かわらず保護を受けたときは，保護に要する費用を支

弁した都道府県又は市町村に対して，すみやかに，そ

の受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保

護の実施機関が定める額を返還しなければならない

（生活保護法第６３条）。費用の徴収は，不正な手段等

により保護を受けた場合に，保護費を支弁した都道府

県又は市町村の長がその費用の全部又は一部を徴収す

ることができる（同法第７８条第１項）というものであ

る。

５ 誤り。被保護者は，「正当な理由がなければ」すで

に決定された保護を不利益に変更されることはない

（生活保護法第５６条）。これは，最低生活を維持する

のに十分かつこれをこえない額の保護費が，理由もな

く恣意的に不利益に変更されることのないように規定

されているものである。

問題 ６８ 正答 ４

１ 適切でない。被保護者就労支援事業では，就労させ

ることだけでなく，職場に定着し，継続して自立した

生活を送れるようにすることも視野に入れた就労支援

が必要である。そのためにも，本人の希望や特性に

合った事業者の紹介や開拓とあわせて，就労後の職場

に定着するためのフォローアップも重要である。

（「被保護者就労支援事業の実施について」（平成２７年３月３１日社援保
発０３３１第２０号）（以下「被保護者就労支援事業の実施について」））

２ 適切でない。アセスメントは，本人の課題を把握

し，その背景や要因を分析して課題に応じた適切な支

援の方向を見定めることである。単に職業能力を判定

するのではなく，就労意欲の確認，就労に当たっての

悩みや阻害要因の聴取などにより本人の状況を把握

し，そのプロセスで本人の自己理解や職業理解を促進

することが必要である。

（「被保護者就労支援事業の実施について」）

３ 適切でない。就労支援では，本人の希望を尊重する

ことが必要であり，あらかじめ自立に向けた取組みに

ついて説明し，同意を得て支援することが重要であ

る。就労支援員が一方的に課題や目標を押し付けた

り，説得したりするのではなく，アセスメントに基づ

く目標等を記載した個別シート等を活用して，本人と

確認しながら進めていく。

（「被保護者就労支援事業の実施について」）

４ 適切。Ｌさんは就労経験があり，就労の意欲もある

ため自主的な求職活動により就労が可能と考えられ

る。そこで，支援開始当初にハローワークを有効利用

できるよう同行し，利用方法や適職探しについて助言

をすることが適切である。

（「被保護者就労支援事業の実施について」）

５ 適切でない。履歴書や職務経歴書の作成や面接の受

け方の指導は，就労支援員が行う。これには，本人が

自身の現状や将来の希望を明確化する等，さまざまな

効果もあり，本人の自己理解への支援でもある。就労

支援員は，本人と一緒に本人の経験や意欲を振り返

り，必要な助言を行うこととあわせて，面接の受け方

などの指導も行う。

（「被保護者就労支援事業の実施について」）

問題 ６９ 正答 ４

１ 誤り。生活保護の現業を行う所員（現業員）の定数

は，社会福祉法で定められている。福祉事務所の所員

の定数は，条例で定めることになっているが，現業を

行う所員の数は同法第１６条に掲げる数を標準として定

めることになっている。その数は，被保護世帯数に応

じて定められている（社会福祉法第１６条）。

２ 誤り。現業を行う所員は，所長の指揮監督を受け

て，要保護者等の家庭を訪問し，又は訪問しないで，

これらの者に面接し，本人の資産，環境等を調査し，

保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断

し，本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる

者であり，資産や環境等の調査を行うことが職務に含

まれている（社会福祉法第１５条第４項）。

３ 誤り。現業を行う所員は，社会福祉主事でなければ

ならず（社会福祉法第１５条第６項），社会福祉法第１９

条第１項で社会福祉主事は，都道府県知事又は市町村

長の補助機関である職員とされ，生活保護法第２１条で

も都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助する

ものと定められている。選択肢のような協力をする者

は，民生委員である（生活保護法第２２条）。
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４ 正しい。指導監督を行う所員は査察指導員と呼ば

れ，所長の指揮監督を受けて現業事務の指導監督を行

う（社会福祉法第１５条第３項）。この指導監督（査察

指導）は，生活保護の運営・実施にあたって，現業を

行う所員に対するスーパービジョンとして実施され

る。

（『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版，p．２２１）

５ 誤り。指導監督を行う所員及び現業を行う所員は社

会福祉主事でなければならない（社会福祉法第１５条第

６項）。

低所得者に対する支援と生活保護制度
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保健医療サービス

問題 ７０ 正答 ２

１ 誤り。高額療養費制度には，消滅時効がある。診察

を受けた月の翌日１日から（ただし，診療費の自己負

担分を診察月の翌日以降に支払った場合は支払日の翌

日から）２年間とされている。

（厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆様へ（平
成３０年８月診療分から）」（https : //www.mhlw.go.jp/content/0003332
79.pdf））

２ 正しい。高額療養費は，家計に対する医療費の自己

負担が過重なものとならないよう，自己負担額が月ご

との自己負担限度額を超えた場合に，その超えた金額

を支給する制度である。

（『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス（第５版）』中央法規
出版，２０１７年（以下『保健医療サービス』中央法規出版），pp．１７０～
１７１）

３ 誤り。高額療養費の自己負担限度額は，年齢や所得

によって異なる。医療保険加入者の年齢で，①６９歳以

下と，②７０歳以上に分けられている。また，加入者の

所得についても，①６９歳以下の場合は所得水準によっ

て５つの区分に分けられ，②７０歳以上の場合は「現役

並み（３段階）」「一般」「住民税非課税等（２段階）」

の６段階，３区分に大別されている。

（厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆様へ（平
成３０年８月診療分から）」（https : //www.mhlw.go.jp/content/0003332
79.pdf））

４ 誤り。高額療養費は，入院でも，外来でも，保険適

用される診療に対し，患者が支払った自己負担額が支

給対象となる。なお，入院時の食費と居住費，差額

ベッド代や先進医療にかかる費用は，高額療養費の支

給対象には含まれない。

（厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆様へ（平
成３０年８月診療分から）」（https : //www.mhlw.go.jp/content/0003332
79.pdf））

５ 誤り。被保険者同様に，高額療養費の支給対象であ

る。なお，被保険者本人と被扶養者が同じ月に病気や

けがをして医療機関を受診した場合，自己負担額は世

帯で合算することができ，その合算した額が自己負担

限度額を超えた場合は，超えた額が払い戻される。こ

のほか，複数の医療機関を受診したり，１つの医療機

関で入院と外来を受診した場合も同様となる。これ

を，世帯合算という。

（厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆様へ（平
成３０年８月診療分から）」（https : //www.mhlw.go.jp/content/0003332
79.pdf））

問題 ７１ 正答 ４

１ 誤り。国民医療費の国内総生産（GDP）に対する比

率は７．８１％であり，３０％は超えていない。なお，２０１６

年度（平成２８年度）の国民医療費の総額は，４２兆１３８１

億円である。

（厚生労働省「平成２８年度国民医療費の概況」（https : //www.mhlw.
go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/16/dl/kekka.pdf）（以 下「平 成２８年
度国民医療費の概況」））

２ 誤り。制度区分別国民医療費の後期高齢者医療給付

分の割合は３３．６％（１４兆１７３１億円）であり，５０％は超

えていない。制度区分別国民医療費の割合で最も大き

いのは，医療保険等給付分の４６．４％（１９兆５６６３億円）

である。次いで，後期高齢者医療給付分，患者等負担

分の１２．２％（５兆１４３５億円），公費負担医療給付分の

７．５％（３兆１４３３億円）となっている。

（「平成２８年度国民医療費の概況」）

３ 誤り。財源別国民医療費の公費の割合は３８．６％（１６

兆２８４０億円）であり，５０％を超えていない。そのうち

国庫は２５．４％（１０兆７１８０億円），地方は１３．２％（５兆

５６５９億円）となっている。また，保険料の割合は４９．１％

（２０兆６９７１億円）で，そのうち事業主は２０．８％（８兆

７７８３億円），被保険者は２８．３％（１１兆９１８９億円）となっ

ている。

（「平成２８年度国民医療費の概況」）

４ 正しい。診療種類別にみると，医科診療医療費の割

合は７１．６％（３０兆１８５３億円）であり，そのうち入院医

療費は３７．５％（１５兆７９３３億円），入院外医療費は３４．２％

（１４兆３９２０億円）となっている。このほか，歯科診療

医療費は６．８％（２兆８５７４億円），薬局調剤医療費は

１８．０％（７兆５８６７億円），入院時食事・生活医療費は

１．９％（７９１７億円），訪問看護医療費は０．４％（１７４２億

円），療養費等は１．３％（５４２７億円）となっている。

（「平成２８年度国民医療費の概況」）

５ 誤り。「新生物〈腫瘍〉」の割合は１４．１％（４兆２４８５

億円）であり，５０％を超えていない。傷病分類別医科

診療医療費の割合で最も大きいのは，「循環器系の疾

患」で，全体の１９．７％（５兆９３３３億円）を占めている。

次いで，「新生物〈腫瘍〉」，「筋骨格系及び結合組織の

疾患」７．７％（２兆３３２６億円），「損傷，中毒及びその

他の外因の影響」７．６％（２兆２９７４億円），「呼吸器系

の疾患」７．５％（２兆２５９１億円）となっている。

（「平成２８年度国民医療費の概況」）
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問題 ７２ 正答 ２

１ 誤り。診療報酬の改定は，厚生労働大臣が中央社会

保険医療協議会の議論を踏まえて決定する。また，そ

れに先立って，中央社会保険医療協議会に諮問すべき

こととしている。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１７３～１７６）

２ 正しい。診療報酬点数表で，単価は１点１０円と定め

られており，全国一律である。なお，介護保険の介護

報酬は，１単位１０円を基本として，地域・サービスご

とに割増しされる。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１７３～１７６）

３ 誤り。診療報酬点数表には，医科，歯科，調剤が設

けられている。なお，２００６年（平成１８年）までは，「老

人診療」が存在していたが，診療報酬体系の簡素化に

伴い廃止された。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１７３～１７６）

４ 誤り。保険医療機関及び保険薬局が，患者負担分を

除いた診療報酬の請求（診療報酬明細書（レセプト）

の送付）を，社会保険診療報酬支払基金や国民健康保

険団体連合会といった審査支払機関に行う。その後，

審査支払機関の審査を受け，各医療保険者に審査済請

求書が送付される。これをもとに，各医療保険者は請

求金額を審査支払機関に支払い，審査支払機関はこれ

を各保険医療機関及び保険薬局に支払う。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１７３～１７６）

５ 誤り。診療報酬の改定に際しては，「医療経済実態

調査」や「医薬品価格調査」（「薬価調査」）及び「特

定保険医療材料価格調査」の結果を踏まえ審議され

る。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１７３～１７６）

問題 ７３ 正答 ３

１ 誤り。医師は，医師法第１条に，「医師は，医療及

び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増

進に寄与し，もつて国民の健康な生活を確保するもの

とする」と規定されており，社会福祉ではなく，公衆

衛生の向上及び増進に寄与し，患者のみならず国民の

健康な生活を確保する資格である。

２ 誤り。都道府県知事ではなく，厚生労働大臣の免許

を受ける。保健師助産師看護師法（以下，保助看法）

で，「看護師になろうとする者は，看護師国家試験に

合格し，厚生労働大臣の免許を受けなければならな

い」（第７条第３項）と規定されており，「厚生労働大

臣の免許を受けて，傷病者若しくはじょく婦に対する

療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする」

業務独占の資格である（同法第５条・第３１条）。

３ 正しい。保助看法で，「保健師とは，厚生労働大臣

の免許を受けて，保健師の名称を用いて，保健指導に

従事することを業とする者」と規定されている（同法

第２条）。また，保健師でない者は，保健師又はこれ

に類似する名称を用いて「保健指導」をしてはならな

い名称独占の資格である（同法第２９条・第４２条の３）。

４ 誤り。厚生労働省通知「理学療法士の名称の使用等

について」（平成２５年１１月２７日医政医発１１２７第３号）

で，理学療法士が，介護予防事業等において，身体に

障害のない者に対して，転倒防止の指導等の診療の補

助に該当しない範囲の業務を行うときには，医師の指

示は不要であるとされている。しかし，診療の補助に

該当する業務については，医師の指示が必要であり，

その場合は保助看法の規定にかかわらず，診療の補助

としての理学療法を行うことができる（理学療法士及

び作業療法士法第１５条）。

（「理学療法士の名称の使用等について」（平成２５年１１月２７日医政医発
１１２７第３号））

５ 誤り。社会福祉士は，社会福祉士登録簿に登録を受

け，社会福祉士の名称を用いて，専門的知識及び技術

をもって，身体上若しくは精神上の障害があること又

は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある

者の福祉に関する相談に応じ，助言，指導，福祉サー

ビスを提供する者又は医師その他の保健医療サービス

を提供する者その他の関係者（福祉サービス関係者

等）との連絡及び調整その他の援助を行うことを業と

する者をいう（社会福祉士及び介護福祉士法第２条）。

社会福祉士でない者は，社会福祉士という名称は使用

してはならない，名称独占の資格である（同法第４８

条）。

問題 ７４ 正答 ３，５

１ 誤り。医療ソーシャルワーカー業務指針（以下，本

指針）には，「本指針は病院を始めとし，診療所，介

護老人保健施設，精神障害者社会復帰施設，保健所，

精神保健福祉センター等様々な保健医療機関に配置さ

れている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務

を定めたものである」と明記されている。

（『保健医療サービス』中央法規出版，p．３０，公益社団法人日本医療
福祉協会ホームページ「医療ソーシャルワーカー業務指針」（http : //
www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/183_Img_PDF.pdf?id=05280925
31）（以下「業務指針」）一 趣旨）

保健医療サービス
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２ 誤り。本指針は，厚生労働省が医療ソーシャルワー

カーの業務の明確化のため作成し，全国に通知したも

のである。わが国における医療ソーシャルワーカーの

業務指針の変遷は，１９５８年（昭和３３年）の保健所にお

ける医療社会事業の業務指針にはじまり，１９８９年（平

成元年）に医療ソーシャルワーカー業務指針が誕生し

た。作成にあたっては，医療ソーシャルワーカーの職

能団体に加えて，医師会，看護協会などの関連団体が

検討に加わった。その後，２００２年（平成１４年）に現行

の医療ソーシャルワーカー業務指針に改正された。

（『保健医療サービス』中央法規出版，p．９６，「業務指針」一 趣旨）

３ 正しい。本指針の「一 趣旨」に，「この業務指針

は，（中略）医療ソーシャルワーカー全体の業務の範

囲，方法等について指針を定め，資質の向上を図ると

ともに，医療ソーシャルワーカーが社会福祉学を基に

した専門性を十分発揮し業務を適正に行うことができ

るよう，関係者の理解の促進に資することを目的とす

るものである」と明記されている。

（「業務指針」一 趣旨）

４ 誤り。選択肢は，本指針の「二 業務の範囲 （１）

療養中の心理的・社会的問題の解決・調整援助 ②」

の内容である。受診・受療援助は，医療の受け方や病

院・診療所の情報提供，医師等の指導を受け入れない

患者の心理的・社会的問題の情報収集，治療内容に不

安のある患者に対しその理解の援助等を行うものであ

る。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．９８～９９，「業務指針」二
業務の範囲）

５ 正しい。本指針の「三 業務の方法等 （５）受診・

受療援助と医師の指示」には，二（４）の受診・受療

援助は医療と特に密接な関連があるので，医師の指示

を受けて行う必要があると明記されている。患者，家

族から受診・受療について直接相談を受けた場合や，

医療ソーシャルワーカー自身が問題を発見した場合で

も，医師に相談し指示を受ける必要がある。

（『保健医療サービス』中央法規出版，p．９７，「業務指針」三 業務の
方法等）

問題 ７５ 正答 ５

１ 誤り。災害拠点病院は，２０１２年（平成２４年）の厚生

労働省医政局長通知「災害時における医療体制の充実

強化について」に，指定要件が定められている。運営

体制については，「２４時間緊急対応し，災害発生時に

被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可

能な体制を有すること」とされている。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．５９～６０，「災害時における
医療体制の充実強化について」（平成２４年３月２１日医政発０３２１第２号））

２ 誤り。地域災害拠点病院は，原則として二次医療圏

ごとに１か所指定される。災害時に多発する重篤な救

急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有

し，被災地からの重症傷病者の受入れ機能，DMAT

等の受入れ機能，傷病者等の受入れ及び搬出を行う広

域搬送への対応機能，DMATの派遣機能，地域の医

療機関への応急用資器材の貸出し機能を有することと

されている。なお，一次医療圏は，市町村を単位とす

る。二次医療圏は，一般的な医療サービスを提供する

医療圏で，地理的条件や社会的条件により複数の市町

村を１つの単位とする。三次医療圏は，都道府県を単

位とするものである。

（「災害時における医療体制の充実強化について」（平成２４年３月２１日
医政発０３２１第２号））

３ 誤り。基幹災害拠点病院は，原則として都道府県ご

とに１か所指定される。地域災害拠点病院の機能を強

化し，災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果

たす。

（「災害時における医療体制の充実強化について」（平成２４年３月２１日
医政発０３２１第２号））

４ 誤り。DMATは，DisasterMedical Assistance Team

の略で，災害派遣医療チームのことである。大規模災

害や多くの傷病者が発生した事故等の現場で，発生か

らおおむね４８時間以内（急性期）に活動できる機動性

をもった，専門的な訓練を受けた医療チームである。

医師，看護師，業務調整員（医師・看護師以外の医療

職及び事務職員）で構成される。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．２４～２５，DMAT事務局ホー
ムページ（http : //www.dmat.jp/DMAT.html））

５ 正しい。２００７年（平成１９年）施行の第５次医療法改

正により，４疾病（がん，脳卒中，急性心筋梗塞（現・

心筋梗塞等の心血管疾患），糖尿病）・５事業（救急

医療，周産期医療，小児医療，へき地医療，災害時に

おける医療）について必要な医療機能の数値目標や体

制，担い手となる医療機関名等を医療計画に記載する

ことが義務づけられた。２０１３年（平成２５年），精神疾

患を加えて５疾病となり，さらに在宅医療が追加され

た。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．２４～２５）

問題 ７６ 正答 ４，５

１ 適切でない。ACP（アドバンス・ケア・プランニ

ング）は，終末期などの医療・ケアについて，前もっ

て家族や医療・ケアチームと十分話し合い，方針を共
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有する過程であり，それを経ることで，意思決定能力

が低下しても患者の考えに沿った医療・ケアを受ける

ことが可能になる。選択肢の内容は，ACPに先立ち

行われたインフォームド・コンセント（説明と同意）

について述べたものである。インフォームド・コンセ

ントとは，患者の知る権利や自己決定の権利を保障す

るもので，医師は患者に説明を行い，患者が自身の状

態や治療について十分に理解し納得したことを確認し

た上で，その同意を得て治療を行うという考え方であ

る。医療法第１条の４にも規定されている。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１４４～１５２）

２ 適切でない。選択肢の内容は，セカンド・オピニオ

ンについて述べたものである。セカンド・オピニオン

とは，主治医以外の医師・専門家の意見を得ること

で，①主治医の診断や方針の確認や，②専門医に聞く

ことによる治療の妥当性の確認，③主治医の示した方

法以外の選択肢を知ることで，患者の権利を守る目的

がある。

（『保健医療サービス』中央法規出版，pp．１４４～１５２）

３ 適切でない。ACPの医療ケアチームでは，在宅や

施設においては，担当の医師や看護師のほか，本人の

心身の状態や社会的背景に応じて，ケアにかかわる介

護支援専門員や介護福祉士等の介護従事者のほか，ほ

かの関係者が加わることも想定されている。よって，

ＭさんのACPに際する緩和ケアチームは，Ｕ病院内

の医療スタッフとともに併設の居宅介護支援事業所の

介護支援専門員も含まれる。ACPについては，２００７

年（平成１９年）にガイドラインが策定され，２０１８年（平

成３０年）には「人生の最終段階における医療・ケアの

決定プロセスに関するガイドライン」として改訂され

た。その改訂に際して，①本人の意思は変化しうるも

のであり，医療・ケアの方針についての話し合いは繰

り返すことが重要であることを強調すること，②本人

が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある

ことから，その場合に本人の意思を推定しうる者とな

る家族等の信頼できる者も含めて，事前に繰り返し話

し合っておくことが重要であること，③病院だけでな

く介護施設・在宅の現場も想定したガイドラインとな

るように配慮することが重要であることが確認され

た。

（厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
おけるガイドライン（平成３０年３月改訂）」（https : //www.mhlw.go.jp
/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf）（以下，
「ガイドライン」），人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り
方に関する検討会「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スにおけるガイドライン解説編（平成３０年３月改訂）」（https : //www.
mhlw.go. jp/file/06 -Seisakujouhou -10800000 - Iseikyoku/0000197722.

pdf）（以下，「ガイドライン解説編」），厚生労働省「『人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』の改訂に
ついて」（https : //www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html））

４ 適切。どのような医療行為・ケアを望むか又は望ま

ないかについて，本人の意思決定能力が低下する前に

意思確認を行うことが重要であり，その過程がACP

である。十分な情報提供が行われた上で，多職種によ

る医療・ケアチームが本人，家族と話し合いを行い，

本人の価値観が反映された選択，決定ができるよう支

援する必要がある。

（「ガイドライン」，「ガイドライン解説編」）

５ 適切。ACPでは，本人を含む関係者が十分に話し

合って合意形成し，その結果を共有することで，本人

の意思を実際の医療・ケアに反映することが可能にな

る。本人の気持ちは変化することもあるので，繰り返

し話し合いをもち，常にその意思を尊重できるよう対

応する必要がある。また，選択の変更がいつでも可能

であることを本人が理解していることも重要である。

（「ガイドライン」，「ガイドライン解説編」）
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権利擁護と成年後見制度

問題 ７７ 正答 ５

１ 誤り。入国の自由が外国人に保障されないことは，

今日の国際慣習法上，当然であると解するのが通説・

判例である。入国の自由がない以上，在留の権利も，

憲法上，保障されているとはいえないとするのが，最

高裁判所の判例である（「マクリーン事件」最高裁判

所大法廷判決昭和５３年１０月４日・最高裁判所民事判例

集３２巻７号１２２３頁）。

（芦部信喜・高橋和之（補訂）『憲法［第７版］』岩波書店，２０１９年（以
下『憲法』岩波書店），p．９５）

２ 誤り。最高裁判所は，入国の自由と在留権を否認し

た判例（「マクリーン事件」）に徴すると，外国人には

「憲法上，外国へ一時旅行する自由を保障されている

ものではない」と述べている（「森川キャサリーン事

件」最高裁判所判決平成４年１１月１６日・最高裁判所裁

判集民事１６６号５７５頁）。

（『憲法』岩波書店，p．９６）

３ 誤り。地方自治体，特に市町村という住民の生活に

最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は，

永住資格を有する定住外国人に認めることができると

解すべきとされており，判例も，定住外国人に法律で

選挙権を付与することは，憲法上，禁止されていない

とする（最高裁判所判決平成７年２月２８日最高裁判所

民事判例集４９巻２号６３９頁）。

（『憲法』岩波書店，p．９３）

４ 誤り。従来，政府の公定解釈により，「公権力の行

使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務

員」は日本国民に限るとされ，この基準に照らして，

外国人の国公立大学教員への任用は否定されていた

が，１９８２年（昭和５７年）に外国人教員の任用を可能と

する特別の立法（「国立又は公立の大学における外国

人教員の任用等に関する特別措置法」）が制定された。

（『憲法』岩波書店，p．９３）

５ 正しい。最高裁判所は，永住者としての在留資格を

もつ外国人が生活保護請求却下処分の取消を求めた事

件で，「外国人は，行政庁の通達に基づく行政措置に

より事実上の保護の対象となり得るにとどまり，生活

保護法に基づく保護の対象となるものではなく，同法

に基づく受給権を有しない」と判示した（最高裁判所

判決平成２６年７月１８日）。

（『憲法』岩波書店，p．９５）

問題 ７８ 正答 ３

１ 誤り。２０１８年（平成３０年）の法改正により，婚姻期

間が２０年以上である配偶者の一方が他方に対し，その

居住の用に供する建物又はその敷地（居住用不動産）

を遺贈又は贈与した場合については，原則として，計

算上遺産の先渡し（特別受益）を受けたものとして取

り扱わなくてよいこととされた（民法第９０３条第４

項）。

（法務省「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等
を保護するための施策」（http : //www.moj.go.jp/content/001263484.
pdf），法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要
－２遺産分割に関する見直し等�配偶者保護のための方策（持戻し免
除の意思表示の推定規定）」（http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_
00222.html））

２ 誤り。２０１８年（平成３０年）の法改正により，相続さ

れた預貯金債権について，生活費や葬儀費用の支払，

相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう，遺

産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設された

（民法第９０９条の２）。ただし，同一の金融機関に対す

る権利行使は，法務省令で定める額（１５０万円）を限

度とする。

（法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」
（http : //www.moj.go.jp/content/001278308.pdf），法務省「民法 及
び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要－２遺産分割に関する
見直し等�遺産分割前の払戻し制度の創設等」（http : //www.moj.go.
jp/MINJI/minji07_00222.html））

３ 正しい。２０１８年（平成３０年）の法改正により，自筆

証書によって遺言をする場合でも，例外的に，自筆証

書に相続財産の全部又は一部の目録（以下「財産目

録」）を添付するときは，その目録については自書し

なくてもよいこととされた。自書によらない財産目録

を添付する場合，遺言者はその財産目録の各頁に署名

押印をしなければならない（民法第９６８条第２項）。

（法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」（http : //www.
moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html），法務省「民法及び家事事件手
続法の一部を改正する法律の概要－３遺言制度に関する見直し�自筆
証書遺言の方式緩和」（http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.
html））

４ 誤り。２０１８年（平成３０年）の法改正により，相続人

以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等

を行った場合には，一定の要件の下で，相続人に対し

て金銭請求をすることができる制度（特別の寄与）が

創設された（民法第１０５０条）。

（法務省「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策（特別の寄
与）」（http : //www.moj.go.jp/content/001263590.pdf），法 務 省「民
法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要－６相続人以外の
者の貢献を考慮するための方策」（http : //www.moj.go.jp/MINJI/
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minji07_00222.html））

５ 誤り。２０１８年（平成３０年）の法改正により，遺留分

減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずる

とされていた従来の規律が見直され，遺留分権の行使

によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるも

のとしつつ，受遺者等の請求により，金銭債務の全部

又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することが

できることとされた（民法第１０４２条～第１０４９条）。

（法務省「遺留分制度の見直し」（http : //www.moj.go.jp/content/
001263488.pdf），法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律の概要－４遺留分制度に関する見直し」（http : //www.moj.go.jp
/MINJI/minji07_00222.html））

問題 ７９ 正答 ４

１ 誤り。行政行為は，行政と私人との意思表示の合致

ではなく，行政が一方的に権利・義務関係を変動・確

定させる効力をもっている。このような行政行為の効

力を「規律力」という。規律力の根拠は，行政行為へ

の授権規定をもつ個別の法律に求められる。

（原田大樹『グラフィック行政法入門』新世社，２０１７年（以下『グラ
フィック行政法入門』新世社），p．１６８）

２ 誤り。権限ある行政機関（審査庁）が処分を取り消

す行政不服審査法では，処分から３か月以内に（行政

不服審査法第１８条），裁判所が処分を取り消す取消訴

訟では処分から６か月以内に（行政事件訴訟法第１４

条），それぞれの手続を開始しなければならないとさ

れており，この一定期間が経過すると，もはや争うこ

とができなくなってしまう。これを，不可争力とい

う。

（『グラフィック行政法入門』新世社，p．１６９）

３ 誤り。行政行為のなかでも，裁判類似の慎重な手続

きを経た争訟裁断的な行政行為に限って，処分を行っ

た行政機関も事後的に変更・取消を行うことができな

い効力が認められており，これを不可変更力という。

（『グラフィック行政法入門』新世社，p．１７２）

４ 正しい。私人が義務を果たさない場合に，行政上の

強制手段を用いて行政側がその義務を実現することが

できる。このような行政行為の効力を執行力という。

民事法の世界と異なり，行政法では裁判所を介さずに

行政機関が自ら義務を実現する自力救済が一部分で認

められている。

（『グラフィック行政法入門』新世社，p．１６８）

５ 誤り。国家賠償訴訟のように，その争点として処分

の違法性が主張されるにとどまり，処分の効果に変更

を与えるものではない場合には，公定力は及ばない。

それゆえ，取消判決を得ることなく国家賠償訴訟を提

起することができる。

（『グラフィック行政法入門』新世社，p．１７０）

問題 ８０ 正答 ４

１ 誤り。保佐開始の審判を申立てる際に保佐人の候補

者を挙げることはできる。ただし，最終的に誰を保佐

人とするのかを決めるのは，家庭裁判所の職権である

（民法第８７６条の２第１項）。

（東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部「成年後見・保佐・補助
申立ての手引（平成３１年４月）」（以下「成年後見・保佐・補助申立て
の手引」），p．９）

２ 誤り。臨時保佐人は，保佐人と被保佐人との間に利

益が相反する行為がなされる場合に，保佐人が家庭裁

判所に対して請求することによって選任される者で，

一時的に被保佐人のためにその職務を遂行する。ただ

し，保佐監督人が選任されている場合はこの限りでな

い（民法第８７６条の２第３項）。

（「成年後見・保佐・補助申立ての手引」，p．１０，p．１３）

３ 誤り。保佐監督人は，保佐人に代理権を付与するか

どうかにかかわらず，家庭裁判所が必要と認めると

き，被保佐人，その親族若しくは保佐人の請求によっ

て，又は職権によって選任される（民法第８７６条の３）。

（「成年後見・保佐・補助申立ての手引」，pp．９～１０）

４ 正しい。２０１８年（平成３０年）１月から１２月までの１

年間での各類型における申立件数のうち，前年度比で

最も増加したのは保佐類型で，前年度比約９．４％であ

る。また，２０１４年（平成２６年）からの５年間でみても，

保佐の申立件数の前年度比増加率は後見・補助よりも

高い。

（最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」）

５ 誤り。被保佐人は取消権を失わない。保佐人の同意

を得ないで被保佐人が行った法律行為（民法第１３条第

１項）に関して，保佐人又は被保佐人は後で取り消す

ことができる（民法第１３条第４項，第１２０条第１項）。

（大津家庭裁判所「保佐人の仕事と責任」）

問題 ８１ 正答 ３

１ 適切でない。申立て先は，本人の住所地（住民登録

をしている場所）を管轄する家庭裁判所である。東京

都の場合，本人の住所地が２３区内及び諸島であるとき

は本庁の管轄に，その他の市町村であるときは立川支

部の管轄となる。

（東京家庭裁判所本庁・立川支部「任意後見監督人選任の申立てをさ
れる方へ」（http : //www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140314ninikou
kenkantokunin-no-mousitatewo-sarerukatahe.pdf））

権利擁護と成年後見制度
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２ 適切でない。任意後見監督人選任の申立ては，本

人，配偶者，４親等内の親族に加えて，任意後見受任

者も申立てることができる（任意後見契約に関する法

律（以下「任意後見法」）第４条）。しかし，法定後見

開始の審判の請求権者（申立人）の場合とは異なり，

市町村長に任意後見監督人の申立て権限は与えられて

いない。

（『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度（第４版）』中
央法規出版，２０１４年（以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版），
p．９９，p．１１０）

３ 適切。任意後見監督人選任に際しての本人の判断能

力の状況として，補助の用件に該当する程度以上とさ

れている。家庭裁判所は，任意後見監督人の選任にあ

たっては，医師の意見を聴かなければならないとされ

ており，申立てに際しては，医師の診断書を提出する

必要がある。

（『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版，p．１０９，最高裁判所事務
総局家庭局「成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シー
ト作成の手引」）

４ 適切でない。任意後見監督人の選任後は，正当な理

由が認められる場合に限り，家庭裁判所からの許可を

得て，本人又は任意後見人は任意後見契約を解除する

ことができる（任意後見法第９条第２項）。

（『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版，p．１１１）

５ 適切でない。任意後見人には，代理権目録の記載の

ない事項についてはまったく何の権限もない。後日，

記載された代理権の範囲外の事項について代理権を行

使してほしいということになっても，その段階で本人

に改めて授権行為をすることができる能力がなけれ

ば，法定後見に頼らざるを得ないことになる。

（社団法人日本社会福祉士会『改訂 成年後見実務マニュアル』中央
法規出版，２０１１年，p．１４１）

問題 ８２ 正答 １，５

１ 正しい。２０１８年（平成３０年）１月から１２月までの１

年間における申立人は，本人の子が最も多く全体の約

２４．９％を占め，次いで市区町村長の約２１．３％，本人の

約１５．８％の順となっている。

（最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成３０年１
月から１２月―」）

２ 誤り。本人申立ても含まれる。成年後見制度利用支

援事業の対象は，本人申立て，親族申立て，市町村申

立てなどである。制度の利用が必要であるにもかかわ

らず，費用負担が困難等の理由から利用できない事態

を防ぐため，低所得者を対象に，市町村が申立て費用

や後見報酬等の助成等を行う。

（厚生労働省老健局「成年後見制度利用支援事業に関する照会につい
て」（平成２０年１０月２４日事務連絡））

３ 誤り。都道府県知事にその旨を通告するのではな

く，市町村自身が申立人となって家庭裁判所に後見等

開始の審判を請求する（老人福祉法第３２条）。

（『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版，pp．１５９～１６０）

４ 誤り。高齢社会対策基本法ではなく，老人福祉法（第

３２条の２第１項）である。市町村は，後見等に関する

体制の整備等として後見人や保佐人，補助人を確保す

るために，研修の実施や家庭裁判所への推薦，その他

の必要な措置を講ずる努力義務がある。市民後見人の

養成は，この規定に従い取り組まれている。

（『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版，p．１２２）

５ 正しい。市町村は，国が策定した成年後見制度利用

促進基本計画を踏まえて，当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基

本的な計画を定めるよう努めることが定められている

（成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条第１

項）。

（成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための
調査研究事業検討委員会「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定
の手引き」（平成３１年３月））

問題 ８３ 正答 ２，５

１ 適切でない。セルフ・ネグレクトは，「高齢者虐待

の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」（高齢者虐待防止法）で定めた高齢者虐待の定義

には含まれていない。しかしながら，セルフ・ネグレ

クト状態にある高齢者には，生命・身体に重大な危険

が生じる場合や孤立死に至るリスクなどもあるため，

関係機関と適切に連携しながら対応することを求めら

れる。

（「市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の『セルフ・ネグ
レクト』及び消費者被害への対応について」（平成２７年７月１０日老推
発０７１０第２号厚生労働省通知））

２ 適切。認知症初期集中支援チームは，４０歳以上で在

宅生活をし，かつ認知症が疑われる又は認知症の人

で，医療・介護サービスを受けていない人，又は中断

している人，あるいは医療・介護サービスを受けてい

るが，認知症の行動・心理症状のため対応に苦慮する

人に対して，複数の専門職が訪問し，アセスメント，

家族支援などの初期の支援を包括的，集中的（おおむ

ね６か月）に行い，自立生活のサポートを行うチーム

である。

（「「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正につい
て」（平成３０年３月２９日老発０３２９第１号厚生労働省通知））
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３ 適切でない。日常生活自立支援事業の目的は，「認

知症高齢者，知的障害者，精神障害者等のうち判断能

力が不十分な者が地域において自立した生活が送れる

ようにするために，福祉サービスの利用援助事業，当

該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに

福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行

う」ことである。したがって，認知症であることを理

由に，事業の対象者から除外されることはない。

（『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版，p．１３１）

４ 適切でない。社会福祉士が行うことのできる相談は

成年後見制度の利用に関する相談であって，申立てに

関する手続き支援はできない。Ｅさんに成年後見制度

が必要となる場合は，Ｅさんには身寄りがないため，

老人福祉法第３２条に基づく市町村長申立てを行うこと

になる。

（公益社団法人日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ運営協
議会独立型社会福祉士委員会「社会福祉士が行う成年後見制度の利用
に関する相談について（注意喚起）」）

５ 適切。Ｅさんの生命や健康，生活が損なわれている

ような事態が予測されるなど支援が必要な場合は，老

人福祉法第１０条の４，第１１条第１項に基づき，施設入

所等の対応を行うことが求められる。

（「老人ホームへの入所措置等の指針について」（平成１８年３月３１日老
発第０３３１０２８号厚生労働省通知））

権利擁護と成年後見制度
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